
一
一
－
二
ご
世
紀
の
ハ
ラ
ブ
に
お
け
る
ウ
ラ
マ
ー
三
家
系

ー
ス
ン
ナ
派
優
遇
策
と
ウ
ラ
マ
ー
1
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一三世紀のハラブにおけるウラマー三家系（谷口）一｝

【
要
約
】
　
一
一
世
紀
末
か
ら
一
二
世
紀
前
半
の
ハ
ラ
ブ
で
は
、
宗
派
の
違
い
を
超
え
た
ウ
ラ
マ
ー
の
協
調
関
係
が
見
ら
れ
た
。
シ
ー
ア
派
の
ハ
ッ
シ
ャ
ー

プ
家
は
住
民
の
代
表
者
と
し
て
政
治
に
大
き
な
影
響
力
を
行
使
し
、
ハ
ナ
フ
ィ
ー
派
法
学
を
奉
ず
る
ア
ブ
ー
・
ジ
ャ
ラ
ー
ダ
家
の
法
宮
達
は
、
多
数
派
で

あ
る
シ
ー
ア
派
の
見
解
に
従
っ
て
司
法
業
務
を
行
な
っ
て
い
た
。
早
く
か
ら
土
着
化
し
て
い
た
両
家
は
、
宗
派
的
利
害
よ
り
も
地
縁
的
な
利
害
を
優
先
さ

せ
た
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
一
方
で
、
一
一
世
紀
半
ば
に
到
来
し
た
ア
ジ
ヤ
ミ
ー
家
や
一
部
の
支
配
者
に
よ
っ
て
、
一
二
世
紀
初
め
か
ら
ス
ン
ナ
派
の
勢

力
拡
大
が
図
ら
れ
、
こ
の
動
き
が
ハ
ラ
ブ
に
宗
派
対
立
を
も
た
ら
し
た
。
一
二
世
紀
前
半
以
降
、
ザ
ソ
ギ
ー
・
ア
イ
ユ
ー
ブ
両
朝
下
で
進
め
ら
れ
た
ス
ン

ナ
派
優
遇
策
は
そ
の
傾
向
に
一
段
の
拍
車
を
か
け
、
シ
ー
ア
派
対
ス
ン
ナ
派
の
騒
乱
が
激
化
す
る
と
と
も
に
、
ウ
ラ
マ
ー
の
動
向
に
お
い
て
も
宗
派
の
持

つ
意
味
が
重
く
な
っ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
史
林
七
九
巻
一
号
　
［
九
九
六
年
一
月

幽
　
は
　
じ
　
め
　
に

イ
ス
ラ
ー
ム
世
界
に
お
け
る
ウ
ラ
マ
ー
（
宗
教
指
導
者
）
は
、
そ
の
果
た
す
社
会
的
役
割
の
重
要
性
か
ら
研
究
者
の
注
目
を
集
め
て
き
た
。
シ

リ
ア
や
エ
ジ
プ
ト
に
関
し
て
は
、
一
二
世
紀
以
降
ス
ン
ナ
派
優
遇
策
を
推
し
進
め
た
ザ
ン
ギ
ー
朝
や
そ
の
後
継
政
権
下
で
の
ウ
ラ
マ
ー
が
主
な

研
究
対
象
と
な
っ
て
い
る
。
本
稿
が
扱
う
北
シ
リ
ア
の
中
心
都
市
ハ
ラ
ブ
（
ア
レ
ッ
ポ
）
に
限
っ
て
言
う
と
、
ス
ル
デ
ル
、
エ
ッ
デ
、
モ
レ
ー
の
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研
究
が
重
要
で
あ
る
。
ス
ル
デ
ル
は
〉
国
に
収
録
さ
れ
て
い
る
マ
ド
ラ
サ
（
学
院
）
教
授
の
情
報
を
分
析
し
て
、
多
く
の
教
授
が
イ
ラ
ン
を
は
じ
　
6
1



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

め
と
す
る
東
方
出
身
者
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
ル
た
。
エ
”
・
デ
は
ア
イ
ユ
ー
ブ
朝
時
代
の
ウ
ラ
マ
ー
を
多
方
面
か
ら
分
析
し
、
彼
ら
が
行
政

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

官
な
ど
と
し
て
政
権
に
協
力
す
る
と
と
も
に
そ
の
保
護
と
統
翻
を
受
け
て
い
た
こ
と
等
を
具
体
例
を
挙
げ
て
示
し
て
い
る
。
モ
レ
ー
の
研
究
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

時
代
的
に
は
ア
イ
ユ
ー
ブ
朝
時
代
に
限
定
さ
れ
て
お
り
、
ウ
ラ
マ
ー
に
関
す
る
議
論
は
大
筋
で
エ
ッ
デ
と
同
様
で
あ
る
。

　
他
方
そ
れ
以
前
の
シ
リ
ア
社
会
に
関
す
る
研
究
で
は
、
一
〇
世
紀
後
半
か
ら
一
二
世
紀
初
め
に
か
け
て
諸
都
市
で
見
ら
れ
た
自
治
的
な
活
動

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

を
担
っ
た
ラ
イ
ー
ス
（
市
長
）
や
ア
フ
ダ
ー
ス
（
民
兵
）
に
焦
点
が
当
て
ら
れ
て
き
た
が
、
ウ
ラ
マ
ー
に
対
す
る
関
心
は
低
い
。

　
こ
の
よ
う
に
シ
リ
ア
社
会
の
歴
史
研
究
は
、
一
二
世
紀
を
境
に
対
象
が
分
か
れ
て
い
る
の
が
現
状
で
あ
る
。
双
方
と
も
当
該
時
代
の
特
徴
的

な
動
き
が
研
究
対
象
に
な
っ
て
い
る
の
は
当
然
の
こ
と
で
あ
る
が
、
そ
れ
ゆ
え
両
時
代
の
間
で
研
究
の
視
点
に
ず
れ
が
生
じ
て
し
ま
い
、
や
や

も
す
れ
ば
互
い
に
断
絶
し
た
時
代
で
あ
る
か
の
よ
う
な
印
象
を
受
け
が
ち
で
あ
る
。
こ
の
弊
害
を
乗
り
越
え
る
た
め
に
は
、
＝
世
紀
か
ら
一

三
世
紀
に
至
る
時
期
を
通
し
て
以
上
の
問
題
点
に
検
討
を
加
え
、
こ
の
時
代
の
シ
リ
ア
社
会
に
お
い
て
何
が
ど
う
変
化
し
て
い
っ
た
の
か
を
明

ら
か
に
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
そ
の
作
業
に
よ
っ
て
変
化
の
過
程
が
明
ら
か
に
な
れ
ば
、
両
時
代
の
特
徴
を
よ
り
明
確
に
把
握
す
る
こ
と
に
も

つ
な
が
る
は
ず
で
あ
る
。

　
こ
の
点
で
参
考
に
な
る
の
が
、
シ
リ
ア
の
中
心
都
市
デ
ィ
マ
シ
ュ
ク
（
ダ
マ
ス
ク
ス
）
の
ウ
ラ
マ
ー
に
つ
い
て
、
「
職
業
（
面
隠
）
化
」
と
「
組

織
化
」
と
い
う
二
つ
の
観
点
か
ら
考
察
を
加
え
た
ギ
ル
バ
…
ト
の
研
究
で
あ
る
。
彼
の
議
論
の
中
心
は
一
一
一
・
二
二
世
紀
で
あ
る
が
、
そ
れ
以

前
の
状
況
も
視
野
に
入
れ
て
比
較
し
て
い
る
点
が
興
味
深
い
。
彼
に
よ
れ
ば
、
一
二
世
紀
前
半
ま
で
は
緩
や
か
で
あ
っ
た
ウ
ラ
マ
ー
に
対
す
る

政
府
の
統
制
は
、
ザ
ン
ギ
ー
朝
と
そ
れ
に
続
く
ア
イ
ユ
ー
ブ
朝
下
で
強
化
さ
れ
、
一
三
世
紀
は
ウ
ラ
マ
ー
が
官
僚
化
へ
向
か
う
転
換
期
と
な
っ

た
。
一
方
ス
ン
ナ
派
四
大
法
学
派
の
組
織
的
な
確
立
は
＝
一
世
紀
以
後
の
こ
と
で
あ
り
、
ま
た
そ
れ
は
主
に
外
来
の
法
学
老
に
負
う
こ
と
が
多

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

く
、
そ
れ
以
前
の
在
地
の
ス
ン
ナ
派
法
学
の
伝
統
と
は
断
絶
が
あ
る
と
い
う
。
元
来
一
ニ
イ
マ
ー
ム
ー
シ
ー
ア
派
が
多
数
派
で
あ
っ
た
ハ
ラ
ブ

　
　
　
⑥

の
状
況
に
、
ス
ン
ナ
派
が
多
数
を
占
め
て
き
た
デ
ィ
マ
シ
ュ
ク
に
関
す
る
議
論
を
そ
の
ま
ま
当
て
は
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
両
都
市
の
比

較
を
通
し
て
シ
リ
ア
に
共
通
す
る
問
題
点
を
探
る
こ
と
は
で
き
よ
う
。
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三世紀のハラブにおけるウラマー三家系（谷口）一一

　
本
稿
で
は
ま
ず
、
一
一
世
紀
か
ら
＝
二
世
紀
に
か
け
て
ハ
ラ
ブ
で
最
も
顕
著
な
動
き
を
見
せ
た
ウ
ラ
マ
ー
の
三
家
系
に
つ
い
て
、
そ
の
動
向

に
関
す
る
情
報
を
提
示
す
る
。
次
い
で
そ
の
三
家
系
の
動
向
の
分
析
を
通
し
て
、
当
該
時
代
の
ハ
ラ
ブ
の
ウ
ラ
マ
ー
を
め
ぐ
る
状
況
と
彼
ら
の

動
向
に
考
察
を
舶
え
る
。
そ
の
際
に
特
に
注
目
す
る
点
は
、
各
家
系
の
帰
属
す
る
宗
派
の
相
違
に
加
え
て
、
こ
れ
ま
で
あ
ま
り
問
題
に
さ
れ
な
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一
一

ア
ブ
i
・
ジ
ャ
ラ
ー
ダ
（
ア
ヂ
ィ
ー
ム
）
蒙

　　

A
ブ
ー
・
ジ
ャ
ラ
ー
ダ
家
は
、
一
一
・
＝
一
世
紀
に
ハ
ラ
ブ
の
法
官
（
ミ
無
）
を
．
多
数
輩
出
し
た
ハ
ナ
フ
ィ
ー
派
法
学
者
の
家
系
で
あ
る
。
本

稿
の
主
要
史
料
で
あ
る
b
σ
8
や
N
出
を
著
わ
し
た
カ
マ
ー
ル
ッ
デ
ィ
ー
ン
湘
ウ
マ
ル
（
五
八
八
－
六
六
〇
／
二
九
ニ
ー
＝
一
六
二
）
は
こ
の
家
系

に
属
し
て
お
り
、
そ
の
著
作
の
中
で
し
ぼ
し
ぼ
自
分
の
先
祖
に
言
及
し
て
い
る
。
ま
た
彼
が
自
分
の
家
系
に
関
す
る
情
報
を
ま
と
め
た
象
㍗

箆
矯
ミ
魯
㍗
ミ
毬
燃
爵
§
喬
黛
ミ
切
§
鵠
嵐
ミ
誉
蕊
§
と
い
う
書
物
は
、
ヤ
ー
ク
ー
ト
（
六
二
六
／
一
二
二
九
年
没
）
の
文
人
事
典
冨
¢
た
引
用

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

さ
れ
て
伝
わ
っ
て
お
り
、
こ
こ
か
ら
も
b
σ
目
や
N
霞
に
見
ち
れ
な
い
清
報
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
。



一一一一O世紀のハラブにおけるウラマー三家系（谷口）

1

ハ
ラ
ブ
へ
の
移
住
と
土
地
の
購
入

　
ア
ブ
ー
・
ジ
ャ
ラ
！
ダ
家
の
系
譜
は
彼
ら
が
北
ア
ラ
ブ
系
の
ウ
カ
イ
ル
、
q
ρ
㊤
胤
族
に
属
し
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
ア
ブ
ー
・
ジ
ャ

ラ
：
ダ
家
b
σ
9
泓
亡
び
一
稼
鼠
α
ρ
と
い
う
家
名
は
、
ウ
カ
イ
ル
か
ら
六
代
目
の
ア
ー
ミ
ル
の
ク
ン
ヤ
（
添
え
名
）
を
採
っ
た
も
の
で
あ
る
冒
¢

δ
”
a
。

　
ア
ー
ミ
ル
か
ら
五
代
目
の
子
孫
ム
ー
サ
ー
の
時
に
は
、
彼
ら
は
南
イ
ラ
ク
の
バ
ス
ラ
に
住
ん
で
い
た
。
そ
し
て
こ
の
ム
ー
サ
ー
が
ヒ
ジ
ュ
ラ

暦
二
百
年
以
降
に
ハ
ラ
ブ
へ
移
住
し
た
の
で
あ
る
。
そ
の
理
由
と
し
て
は
、
商
売
の
た
め
に
シ
リ
ア
へ
赴
い
た
と
い
う
説
と
、
疫
病
が
発
生
し

た
の
で
バ
ス
ラ
を
後
に
し
た
と
い
う
二
つ
の
説
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
冒
φ
嚇
”
謡
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
バ
ス
ラ
の
一
商
人
で
あ
っ
た
ム
ー
サ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

1
は
、
三
／
九
潰
紀
前
半
に
ハ
ラ
ブ
へ
移
住
し
て
き
た
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

　
ム
：
サ
ー
に
は
三
人
の
息
子
が
知
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
う
ち
の
一
人
ハ
ー
ル
ー
ソ
の
子
孫
達
か
ら
ハ
ラ
ブ
の
法
官
が
輩
出
す
る
こ
と
に
な
る
。

こ
の
ハ
ー
ル
ー
ン
は
、
ア
ブ
ー
・
ジ
ャ
ラ
ー
ダ
家
で
最
初
に
ハ
ラ
ブ
近
郊
の
村
に
土
地
（
§
§
）
を
購
入
し
た
人
物
で
あ
る
冒
d
属
”
H
㊤
】
。

彼
の
息
子
ズ
ハ
イ
ル
（
三
四
〇
／
九
五
一
・
五
二
年
頃
没
）
は
さ
ら
に
積
極
的
に
土
地
購
入
を
推
し
進
め
、
ウ
マ
ル
の
時
代
（
一
三
世
紀
半
ば
）
に
同

家
が
所
有
し
て
い
た
土
地
の
大
半
は
こ
の
ズ
ハ
イ
ル
が
取
得
し
た
も
の
で
あ
っ
た
冒
q
♂
”
鵠
。
］
。

　
ズ
ハ
イ
ル
は
土
地
の
一
部
を
ワ
ク
フ
（
宗
教
的
寄
進
）
地
と
し
た
。
同
家
の
土
地
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
る
ハ
ラ
ブ
の
五
つ
の
村
の
う
ち
、
同

市
の
西
南
西
約
二
〇
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
に
位
置
す
る
ウ
ー
リ
ム
腿
ク
ブ
ラ
ー
O
憎
ぎ
巴
－
囚
鑓
げ
感
に
あ
っ
た
農
地
に
関
す
る
当
時
の
ワ
ク
フ
文
書

の
抜
粋
が
じ
U
6
に
収
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
そ
の
収
益
の
一
部
は
、
キ
リ
キ
ア
地
方
の
タ
ル
ス
ー
ス
に
あ
っ
た
ダ
ー
ル
と
い
う
軍

事
施
設
の
軍
馬
の
購
入
や
飼
育
及
び
戦
士
の
給
与
の
た
め
に
支
出
さ
れ
て
い
た
。
そ
の
他
の
土
地
に
つ
い
て
は
、
そ
の
位
置
を
は
じ
め
と
し
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

詳
細
は
不
明
で
あ
る
が
、
同
様
に
農
地
と
し
て
経
営
さ
れ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
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一一一・一一・一 O世紀のハラブにおけるウラマー三家系（谷口）

2
ウ
ラ
マ
ー
の
名
家
へ

　
ハ
ラ
ブ
へ
移
住
し
た
ム
ー
サ
ー
か
ら
そ
の
孫
の
ズ
ハ
イ
ル
ま
で
の
三
世
代
に
関
し
て
は
、
彼
ら
が
ウ
ラ
マ
ー
で
あ
っ
た
と
判
断
で
き
る
よ
う

な
情
報
は
見
出
せ
な
い
。
同
家
の
中
で
ウ
ラ
マ
ー
と
見
な
せ
る
最
初
の
人
物
は
、
ズ
ハ
イ
ル
の
息
子
の
一
人
ア
ブ
i
・
ア
ル
フ
ァ
ド
ル
皿
ア
ブ

ド
ッ
サ
マ
ド
（
三
二
〇
頃
一
九
〇
頃
／
九
三
二
頃
1
　
○
○
○
頃
）
で
あ
る
。
ウ
ラ
マ
ー
の
人
名
録
に
つ
き
も
の
の
学
歴
記
録
が
彼
に
至
っ
て
初
め
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

確
認
さ
れ
、
し
か
も
彼
が
教
え
を
受
け
た
師
の
中
に
平
家
の
人
物
は
入
っ
て
い
な
い
。
ま
た
、
切
目
が
収
録
す
る
ハ
デ
ィ
ー
ス
伝
承
経
路
の
中

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

に
、
ア
ブ
ー
・
ジ
ャ
ラ
ー
ダ
家
と
し
て
最
初
に
登
場
す
る
人
物
は
こ
の
ア
ブ
ド
ッ
サ
マ
ド
で
あ
る
。

内
ア
ブ
i
・
ジ
ャ
ラ
ー
ダ
家
最
初
の
ウ
ラ
マ
ー
で
あ
る
ア
ブ
ド
ッ
サ
マ
ド
は
子
を
残
さ
ず
に
没
し
冒
d
δ
”
も
。
O
］
、
ア
ブ
ー
・
ジ
ャ
ラ
ー
ダ
家

の
系
譜
は
そ
の
兄
弟
ヤ
フ
ヤ
ー
の
子
孫
へ
と
引
き
継
が
れ
て
い
く
こ
と
に
な
る
。

　
四
三
〇
／
一
〇
三
八
年
頃
、
ヤ
フ
ヤ
ー
の
息
子
ア
ブ
ー
・
ア
ル
ハ
サ
ソ
ー
ア
フ
マ
ド
（
三
八
O
l
四
四
二
／
九
九
一
－
一
〇
五
一
）
は
、
ア
ブ
ー

・
ジ
ャ
ラ
ー
ダ
家
の
者
と
し
て
初
め
て
ハ
ラ
ブ
の
法
官
に
就
任
し
た
葛
↓
・
。
”
這
・
。
・
。
一
。
ア
フ
マ
ド
は
、
叔
父
の
ア
ブ
ド
ッ
サ
マ
ド
な
ど
か
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

ハ
デ
ィ
ー
ス
を
伝
え
聞
い
て
い
る
が
、
ハ
ナ
フ
ィ
ー
派
法
学
は
当
時
の
法
官
ス
ィ
ム
ナ
上
司
ー
か
ら
学
ん
で
い
る
［
b
ご
日
。
。
”
お
・
。
ω
占
器
出
。
彼

と
ア
フ
マ
ド
の
関
係
は
師
弟
関
係
に
と
ど
ま
ら
ず
、
後
者
は
師
の
娘
と
結
婚
し
て
い
る
【
b
σ
日
ω
”
H
蕗
几
下
b
。
b
。
£
。

　
一
方
、
法
官
ア
フ
マ
ド
と
支
配
者
と
の
問
は
常
に
信
頼
関
係
で
結
ば
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
四
四
〇
硯
北
月
一
〇
日
／
一
〇
四
八

年
九
月
二
二
目
、
当
時
ハ
ラ
ブ
を
支
配
し
て
い
た
ミ
ル
ダ
ー
ス
朝
君
主
ス
ィ
マ
ー
ル
は
、
迫
り
来
る
フ
縄
、
ー
テ
ィ
マ
朝
軍
に
ハ
ラ
ブ
の
遺
民
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

街
を
明
け
渡
す
こ
と
の
な
い
よ
う
に
と
彼
ら
の
名
士
た
ち
（
§
蕊
ミ
u
9
．
黛
§
）
を
内
城
に
拘
束
し
た
。
そ
の
人
々
の
中
に
法
官
ア
フ
マ
ド
も
含
ま

れ
て
お
り
、
二
年
後
の
四
四
二
年
八
月
八
樹
／
一
〇
五
〇
年
一
二
月
一
六
日
に
よ
う
や
く
彼
は
釈
放
さ
れ
下
城
し
た
。
ア
フ
マ
ド
は
釈
放
さ
れ

て
間
も
な
い
四
四
一
一
年
末
／
一
〇
五
一
年
前
半
に
没
し
て
い
る
［
ロ
σ
日
ω
”
お
・
。
？
お
・
。
ゆ
旧
N
麟
ゴ
・
。
①
出
。

　
ア
フ
マ
ド
は
キ
ス
ラ
ー
と
い
う
人
物
の
娘
と
も
結
婚
し
て
お
り
、
こ
の
女
性
と
の
間
に
生
ま
れ
た
子
が
ア
ブ
…
・
ア
ル
フ
ァ
ド
ル
醐
ヒ
バ
｝
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ヅ
ラ
三
思
世
（
四
一
三
一
八
八
／
一
〇
二
二
．
二
三
一
九
五
）
で
あ
る
鷺
呂
亦
。
”
b
。
O
ヨ
N
顕
b
。
∵
り
さ
。
】
。
こ
の
キ
ス
ラ
ー
は
ア
フ
マ
ド
の
没
後
に
後
任
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

し
て
ハ
ラ
ブ
の
法
官
に
就
任
し
、
ヒ
バ
ト
ヅ
ラ
ー
は
キ
ス
ラ
ー
が
没
し
た
四
七
三
／
一
〇
八
○
・
八
一
年
に
そ
の
後
任
の
法
官
に
就
任
し
て
い

る
写
該
”
G
◎
切
ご
蜜
¢
δ
鱒
b
σ
学
器
…
N
缶
b
っ
”
り
b
o
嗣
。

　
ヒ
バ
ト
ヅ
ラ
ー
一
世
は
没
す
る
ま
で
法
官
職
と
ジ
ャ
ー
ミ
ー
に
お
け
る
導
師
職
（
寧
§
魯
§
寧
妃
ミ
S
）
に
あ
っ
た
［
N
出
b
。
”
這
。
。
］
。
晩
年
に

は
ハ
ラ
ブ
の
支
配
者
か
ら
他
の
君
主
と
の
関
係
を
疑
わ
れ
て
内
城
に
拘
禁
さ
れ
、
し
ぼ
ら
く
後
に
赦
さ
れ
た
が
、
帰
宅
途
中
に
痛
み
を
訴
え
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

自
宅
へ
運
び
込
ま
れ
て
そ
の
ま
ま
没
し
た
。

　
四
八
八
／
一
〇
九
五
年
、
息
子
の
ア
ブ
ー
・
ガ
：
ニ
ム
睦
ム
ハ
ン
マ
ド
一
世
（
四
四
六
一
五
避
四
／
一
〇
五
四
i
二
三
九
）
が
後
任
と
し
て
ハ

ラ
ブ
の
法
官
職
に
就
き
、
ジ
ャ
ー
ミ
ー
で
の
説
教
師
職
（
鷺
醤
貯
）
も
兼
任
し
た
冒
Q
円
9
”
N
。
。
歯
9
N
国
b
。
”
旨
。
。
］
。
し
か
し
父
ト
ゥ
ト
ゥ
シ
ュ

の
没
後
を
襲
っ
て
ハ
ラ
ブ
の
支
配
者
と
な
っ
た
り
ド
ワ
ー
ン
（
四
八
八
一
五
〇
七
ノ
一
〇
九
五
－
一
一
一
三
年
在
位
）
は
、
四
九
〇
／
一
〇
九
七
年
に

ム
ハ
ン
マ
ド
を
解
任
し
た
。
リ
ド
ワ
ー
ソ
は
親
フ
ァ
1
テ
ィ
マ
朝
政
策
を
推
進
し
た
こ
と
で
知
ら
れ
る
君
主
で
、
同
年
九
月
一
七
日
／
八
月
二

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

八
日
に
は
全
支
配
地
域
で
フ
ァ
ー
テ
ィ
マ
朝
ハ
リ
ー
フ
ァ
ー
ム
ス
タ
ー
リ
1
の
名
で
フ
ト
バ
（
説
教
）
を
行
な
わ
せ
る
に
至
っ
た
。
そ
の
た
め
、

ア
ヅ
バ
ー
ス
朝
の
ハ
リ
ー
フ
ァ
の
名
の
下
で
任
命
さ
れ
た
ム
ハ
ン
マ
ド
は
罷
免
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
後
任
の
法
官
に
は
フ
ァ
ド
ル
ッ
ラ
ー
臆
ザ

ウ
ザ
ニ
…
国
界
節
H
錨
げ
巴
自
即
妻
堅
部
圃
が
任
命
さ
れ
た
。
と
こ
ろ
が
、
彼
は
や
が
て
リ
ド
ワ
ー
ソ
や
イ
ス
マ
ー
イ
ー
ル
派
を
批
判
す
る
よ
う

に
な
り
、
そ
れ
が
原
因
と
な
っ
て
、
彼
は
四
九
五
／
一
一
〇
一
・
〇
二
年
に
暗
殺
さ
れ
て
し
ま
う
。
そ
の
結
果
、
再
び
ム
ハ
ン
マ
ド
一
世
が
ハ

ラ
ブ
の
法
官
に
任
じ
ら
れ
た
冒
q
δ
鱒
鵠
”
N
国
b
。
”
這
。
。
占
慈
］
。

　
五
〇
七
／
一
＝
三
年
に
リ
ド
ワ
！
ン
が
没
し
た
後
、
一
五
年
間
に
一
〇
人
の
支
配
岩
が
交
代
す
る
と
い
う
政
治
的
混
乱
の
時
期
を
ハ
ラ
ブ

　
　
　
　
　
⑫

は
経
験
す
る
が
、
そ
の
間
も
一
貫
し
て
ム
ハ
ン
マ
ド
一
世
が
同
地
の
法
官
を
務
め
た
。
彼
は
父
祖
と
同
様
に
ハ
ナ
フ
ィ
ー
派
法
学
を
奉
じ
て
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

た
が
、
司
法
業
務
に
関
し
て
は
住
民
の
多
数
を
占
め
る
一
ニ
イ
マ
ー
ム
派
の
見
解
に
従
っ
て
い
た
。

　
ま
た
ム
ハ
ン
マ
ド
一
世
は
、
ハ
ラ
ブ
住
民
を
代
表
す
る
外
交
使
節
と
し
て
も
活
躍
し
て
い
る
。
五
一
八
／
一
一
二
四
・
二
五
年
、
君
主
が
不
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在
の
ま
ま
ハ
ラ
ブ
は
十
字
軍
勢
力
に
包
囲
さ
れ
た
。
こ
の
時
彼
は
ハ
ラ
ブ
の
有
力
者
達
が
選
任
し
た
使
節
団
の
一
員
と
し
て
マ
ウ
ス
ィ
ル
を
訪

れ
、
ア
ク
ス
ソ
ク
ル
ー
ブ
ル
ス
キ
ー
の
援
軍
を
得
る
こ
と
に
成
功
し
、
故
郷
を
窮
地
か
ら
救
っ
た
［
じ
d
日
蒔
お
蟄
山
り
①
呂
。

　
ム
ハ
ン
マ
ド
は
三
〇
年
以
上
も
の
間
ハ
ラ
ブ
の
法
官
を
務
め
、
五
三
四
年
四
月
／
一
一
三
九
年
一
一
・
＝
一
月
目
没
し
た
【
N
缶
b
。
”
ミ
血
。

祖
父
ア
フ
マ
ド
が
ア
ブ
：
・
ジ
ャ
ラ
ー
ダ
家
初
の
法
官
に
就
任
し
て
か
ら
既
に
百
年
が
経
過
し
て
い
た
。
こ
の
一
世
紀
の
間
に
、
同
家
は
ハ
ラ

ブ
の
法
官
を
輩
出
す
る
名
家
と
し
て
の
地
位
を
確
立
し
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

3

ザ
ン
ギ
ー
朝
・
ア
イ
ユ
ー
ブ
朝
時
代

一一一一O世紀のハラブにおけるウラマー三家系（谷口）

　
ω
法
官
職
の
喪
失

　
五
三
四
／
一
一
三
九
年
に
父
ム
ハ
ソ
マ
ド
の
後
任
と
し
て
ア
ブ
ー
・
ア
ル
フ
ァ
ド
ル
ー
ヒ
バ
ト
ッ
ラ
ー
二
世
（
四
九
九
…
五
六
一
フ
一
　
〇
六
一

六
七
）
が
法
官
に
就
任
し
た
時
［
N
鵠
・
。
”
・
。
刈
出
、
ハ
ラ
ブ
は
ザ
ン
直
書
朝
の
支
配
下
で
よ
う
や
く
政
治
的
な
安
定
期
を
迎
え
て
い
た
。
同
王
朝

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

と
そ
れ
に
続
く
ア
イ
ユ
ー
ブ
・
マ
ム
ル
ー
ク
両
朝
の
下
で
、
ス
ン
ナ
派
優
遇
策
が
推
進
さ
れ
た
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
ス
ン
ナ
派
法
学

の
一
派
で
あ
る
ハ
ナ
フ
ィ
ー
派
を
代
々
奉
じ
て
き
た
こ
と
を
思
う
と
、
ア
ブ
ー
・
ジ
ャ
ラ
ー
ダ
家
に
と
っ
て
は
歓
迎
す
べ
き
こ
と
で
あ
っ
た
と

考
え
る
の
が
自
然
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
事
態
は
そ
う
単
純
で
は
な
く
、
両
王
朝
下
で
の
同
家
の
立
場
は
微
妙
に
揺
れ
動
い
て
い
た
。

　
ザ
ソ
ギ
三
朝
の
書
主
ヌ
ー
ル
ッ
デ
ィ
ー
ソ
ー
マ
ブ
ム
ー
ド
（
五
四
一
一
六
九
／
＝
四
六
…
七
四
年
在
位
）
は
、
ス
ン
ナ
派
優
遇
策
を
特
に
積
極
的

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

に
推
進
し
た
こ
と
で
有
名
で
あ
る
。
彼
は
そ
の
政
策
の
一
環
と
し
て
、
五
四
…
瓢
／
＝
四
八
・
四
九
年
に
ハ
ラ
ブ
の
ア
ザ
ー
ン
（
礼
拝
へ
の
呼
び

掛
け
）
を
シ
ー
ア
派
式
か
ら
ス
ン
ナ
派
式
へ
変
更
し
た
が
、
当
時
の
法
官
ヒ
バ
ト
ッ
ラ
ー
二
世
が
こ
の
政
策
に
協
力
し
た
こ
と
を
伝
え
る
情
報

は
見
当
ら
な
い
。
こ
の
時
ア
ザ
ー
ン
変
更
を
推
し
進
め
た
中
心
人
物
は
、
中
央
ア
ジ
ア
の
バ
ル
ブ
出
身
で
ヌ
ー
ル
ッ
デ
ィ
ー
ン
が
ハ
ラ
ブ
へ
招

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

聴
し
た
ブ
ル
ハ
ー
ヌ
ヅ
デ
ィ
ー
ン
と
い
う
ハ
ナ
フ
ィ
ー
派
法
学
着
で
あ
る
。
後
者
は
ま
だ
デ
ィ
マ
シ
ュ
ク
に
滞
在
し
て
い
た
頃
か
ら
、
ハ
ラ
ブ

の
ヌ
ー
ル
ッ
デ
ィ
ー
ソ
に
対
し
て
、
彼
が
同
地
の
シ
ー
ア
派
に
対
し
て
寛
容
で
あ
る
と
非
難
す
る
書
簡
を
送
る
な
ど
、
積
極
的
に
こ
の
件
に
関
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⑰

わ
っ
て
い
る
。

　
五
五
二
／
一
一
五
七
・
五
八
年
に
ヌ
ー
ル
ッ
デ
ィ
ー
ン
が
重
病
と
な
り
生
死
が
危
ぶ
ま
れ
た
際
、
一
時
的
に
ハ
ラ
ブ
の
ア
ザ
ー
ソ
が
シ
ー
ア

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

派
式
に
戻
さ
れ
る
と
い
う
事
件
が
生
じ
た
。
し
か
し
ヌ
ー
ル
ヅ
デ
ィ
ー
ン
が
回
復
す
る
と
、
ア
ザ
ー
ソ
を
ハ
ナ
フ
ィ
ー
派
式
に
再
度
変
更
す
る

こ
と
が
命
じ
ら
れ
た
。
そ
の
再
変
更
を
人
々
に
伝
え
た
の
は
、
当
時
導
師
と
説
教
師
を
兼
任
し
て
い
た
法
官
の
ヒ
バ
ト
ヅ
ラ
ー
で
あ
る
。
彼
は

ヌ
ー
ル
ッ
デ
ィ
ー
ン
の
命
令
を
受
け
る
と
、
ム
ア
ッ
ズ
ィ
ン
（
礼
拝
呼
び
掛
け
人
）
た
ち
に
ア
ザ
ー
ン
の
変
更
を
命
じ
た
。
　
ハ
ナ
フ
ィ
ー
仏
式
の

ア
ザ
ー
ン
が
始
ま
る
と
マ
ナ
ー
ラ
（
、
ミ
ナ
レ
ッ
ト
）
の
下
ヘ
シ
ー
ア
派
の
群
衆
が
多
数
集
ま
っ
て
き
た
の
で
、
法
官
ヒ
バ
ト
ヅ
ラ
ー
は
彼
ら
に
、

ヌ
ー
ル
ッ
デ
ィ
ー
ン
が
健
康
に
な
っ
て
命
令
を
下
し
た
旨
を
伝
え
、
ジ
ャ
ー
ミ
ー
へ
入
っ
て
礼
拝
を
行
な
う
よ
う
説
得
し
た
。
そ
こ
で
人
女
は

「
私
た
ち
の
法
官
に
何
を
言
う
こ
と
が
あ
ろ
う
か
」
と
言
っ
て
立
ち
去
り
、
礼
拝
が
執
り
行
な
わ
れ
、
騒
ぎ
は
鎮
ま
っ
た
の
で
あ
る
［
N
国
卜
。
”

。。

O
。

　
同
じ
ハ
ナ
フ
ィ
ー
派
の
法
学
者
で
あ
り
な
が
ら
、
ア
ザ
ー
ン
の
変
更
に
対
す
る
ブ
ル
ハ
ー
ヌ
ヅ
デ
ィ
ー
ン
と
ヒ
バ
ト
ヅ
ラ
ー
二
世
の
態
度
は

か
な
り
異
な
っ
て
い
る
。
前
者
は
君
主
よ
り
も
積
極
的
な
態
度
を
見
せ
て
い
る
の
に
対
し
、
後
者
は
ヌ
ー
ル
ッ
デ
ィ
ー
ソ
の
命
令
で
あ
る
こ
と

を
伝
え
て
住
民
を
説
得
し
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。

　
五
五
七
／
一
一
六
一
・
六
二
年
、
ヒ
バ
ト
ッ
ラ
ー
二
世
は
法
官
職
を
解
か
れ
る
。
二
年
前
に
首
都
デ
ィ
マ
シ
ュ
ク
の
法
官
に
就
任
し
て
い
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

シ
ャ
ー
フ
ィ
イ
ー
派
の
カ
マ
ー
ル
ッ
デ
ィ
ー
ソ
n
シ
融
、
フ
ラ
ズ
…
リ
ー
の
ナ
ー
イ
ブ
（
代
理
）
と
な
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
そ
の
管
轄
下
に
入
る
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

と
を
拒
否
し
た
の
が
直
接
の
原
因
で
あ
る
。
そ
の
結
果
カ
マ
ー
ル
ッ
デ
ィ
ー
ン
の
息
子
ム
フ
ィ
ー
ッ
デ
ィ
ー
ン
と
ハ
ナ
フ
ィ
1
派
の
カ
ル
ダ
リ

⑳
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

1
が
カ
マ
ー
ル
ッ
デ
ィ
ー
ン
の
ナ
ー
イ
ブ
と
し
て
ハ
ラ
ブ
の
法
宮
に
任
命
さ
れ
た
。

　
そ
の
後
ヒ
バ
ト
ッ
ラ
ー
二
世
は
再
び
法
官
職
に
就
く
こ
と
な
く
、
五
六
二
／
一
一
六
七
年
に
没
し
た
冒
q
国
”
認
］
。
こ
う
し
て
法
官
職
は

ア
ブ
ー
・
ジ
ャ
ラ
ー
ダ
家
の
手
か
ら
離
れ
て
し
ま
っ
た
が
、
ジ
ャ
ー
ミ
ー
の
導
師
・
説
教
師
職
は
同
家
が
維
持
し
、
ま
た
政
府
の
官
吏
と
な
る

者
も
い
た
【
表
1
］
。
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表1　アブー・ジャラーダ家繊身の公職経験者（Vドラサ関係を除く）

名 前 職 名 期　　間 典 拠

AbU　aレH．　A．工

Abt－i　al－Fadl　HL　1

Ab眞Ganim　M．王

AbU　al－H．　A．　II

‘Abd　al－Qahir

Abfi　al－Fadl　HL　II

Abtt　Ganim　M．　II

Abt－i　al－1｛．　A．　III

Ab近al－Ma‘訪

　‘Abd　al－samad　II

Karnal　ad．　‘U．

法官
Ica．　430－42　IBT　3：　1223－26

官
師

法
導

法官・説教師

市場監督官

法官代理（M，1の代理）

導師・説教師（M．1の代ff　？）

貝オ宝庫管理者　（anzin，‘adl）

法官

導師・説教師

説教師

説教師（内城）

説教師（M．llの代理）

財宝庫管理者

法官

説教師（M。1の代理～）

外交使節

473－88

473　？　一88

488－9e／

　495－534　？

6世紀初P
（514以前）

？　一552

（Ni　Ur　ad．）

534－57

534　？　一62　？

NUr　ad．　一

Zang至朝末～

1　tir　ad．

a1－saliり

a1一＄li1ユ

575－79

Zangi耳弱冴ミ～

　一579

al／Aziz－

　al－NE＄ir

MU　16：　21－22

ZH　2：　92，　128

MU　16：28－29

ZH　2：　128－29

BT　3：　1206

HQs　2：　219

MU　16：　16，　19

MU　16：　30－31

ZH　2：　274．　310

MU　16：　34

BT　3：　1211－12

1　U　16：　35－36

ZI｛　3：　38，　67，　71

MU　16：　36

Z　1－1　3　：　71

Morray　1994：

　151－54

・年代はヒジュラ暦年で示し，在職年代が不明の場合は支配者名または王朗名で表示してある。

以下の表も同様。

・職名のうち「管理者」は，特に断わらない限り，動詞ωα勿αまたはその派生語が用いられ

ている場合の翻訳である。以下の表も嗣様。

・説教師（幽幽）と導師（珈伽）は，特に断わらない限り，ハラブ市街地のジャーミーの職
である。

あ
る
が
、
．
ア
フ
マ
ド
三
世
の
法
官
職

は
長
く
は
続
か
な
か
っ
た
。
五
七
九

ラ
ー
ダ
家
か
ら
法
官
が
出
た
わ
け
で

に
就
任
し
た
冒
¢
蕊
”
。
。
㎝
…
N
鵠
。
。
騨

。。
B
。
］
。

　
約
二
十
年
ぶ
り
に
ア
ブ
ー
・
ジ
ャ

が
辞
退
し
た
の
で
、
弟
の
ア
フ
マ
ド

三
世
（
五
四
ニ
ー
六
一
三
／
＝
四
七
．

四
八
－
一
二
一
六
）
が
ハ
ラ
ブ
の
法
官

　
カ
ル
ダ
リ
ー
の
没
後
、
ム
フ
ィ
ー

ッ
デ
ィ
ー
ン
が
単
独
で
ハ
ラ
ブ
の
法

官
を
務
め
て
い
た
が
、
彼
は
五
七
五

／
一
一
七
九
・
八
○
年
に
十
三
に
よ

っ
て
辞
職
に
追
い
込
ま
れ
マ
ゥ
ス
ィ

ル
へ
去
っ
た
。
そ
の
後
任
に
指
名
さ

れ
た
の
は
元
法
官
ヒ
バ
ト
ッ
ラ
ー
二

世
の
息
子
ム
ハ
ソ
マ
ド
ニ
世
（
五
四

〇
一
六
二
八
／
一
　
一
四
五
・
四
［
六
1
－
一
二

三
〇
・
三
一
）
で
あ
っ
た
。
し
か
し
彼
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拠奥

蓑2　アブー・ジャラーダ家出身のマドラサ教師

マドラサ　｝職1期　間ぬ削名

114

113

119；　JM　2：　114

114

114

113

113

614－48　＊，

634－48

授
授

紅
教

632－58教授

638－58

？　一648　＊

？一648

649－58

授
理
工
授

教
代
代
教

114

116

118

120

墨型648＊一58
utff　1　64g－ss

教授　　653一～

教授　　7c．申頃

al－Sadbabtiya（内）

al－tJall－awiya

al一話置dba募tiya　（外）

al－Atabak亙ya（内）

al－Sadbabt三ya（内）

al－rJallswiya

al－lilallawiya

al一鋤bahtiya（内）

al－Muqadclarniya

al－Asadiya（内）

al－Jamaliya

KamEl　ad．　‘U．

Najm　ad．　A．

Majd　ad．　“Ar．

jamal　ad．　M．

Iftihar　ad．　M．

Qutb　ad．　M．

職名の原語は，vnudarris（撒授），7td’ib（代理），7ntdid（助手）である。表4も同様。

市壁内外に同一名のマドラサがある場合は，（内）（外）と記して区別した。

典拠の欄で略号が無いものは，すべてAHの省略である。
＊を付した異動は年代が明記されていないが，Kamal　ad．がナースィルに仕えるために648

年にディマシュクへ赴いたことによるものと思われる。

／
一
一
八
三
年
に
ハ
ラ
ブ
が
ア
イ
ユ
ー
ブ
朝
に
征
服
さ
れ
る
と
、
以
後

法
官
職
は
シ
ャ
ー
フ
ィ
イ
ー
派
に
限
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
か
ら
で
あ
る

切
望
ω
”
鵯
憎
『
二
。

　
ア
フ
マ
ド
三
世
の
解
任
と
と
も
に
、
ア
ブ
ー
・
ジ
ャ
ラ
ー
ダ
家
が
ハ
ラ

ブ
の
法
官
職
を
独
占
的
に
継
承
し
て
い
た
時
代
は
終
焉
し
た
。
彼
は
息
子

の
ウ
マ
ル
に
次
の
よ
う
な
言
葉
を
残
し
て
い
る
。

　
　
患
子
よ
。
私
は
お
前
が
法
官
職
に
就
く
こ
と
を
決
し
て
望
ま
な
い
。
も
し
そ

　
　
れ
が
お
前
に
提
示
さ
れ
て
も
引
き
受
け
て
は
な
ら
な
い
そ
。
私
は
、
法
宮
に

　
　
就
任
し
て
か
ら
辞
す
ま
で
心
安
ん
じ
る
こ
と
が
な
か
っ
た
の
だ
。
お
前
が
マ

　
　
ド
ラ
サ
の
激
烈
に
な
り
、
　
ハ
ッ
ラ
ー
ウ
ィ
…
イ
ー
ソ
学
院
冨
ρ
費
㊤
。
。
即
騨
甲

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

　
　
属
9
躍
9
1
≦
望
冒
を
任
さ
れ
る
方
が
私
は
嬉
し
い
。

　
ザ
ン
ギ
ー
朝
か
ら
ア
イ
ユ
ー
ブ
朝
へ
と
支
配
王
朝
が
移
り
変
わ
る
時
期

に
法
官
を
務
め
、
最
終
的
に
は
そ
の
政
治
の
流
れ
の
結
末
の
一
つ
と
し
て

職
を
解
か
れ
た
法
官
ア
フ
マ
ド
の
苦
悩
が
伝
わ
っ
て
く
る
言
葉
で
あ
る
。

ま
た
、
こ
れ
ま
で
ア
ブ
ー
・
ジ
ャ
ラ
ー
ダ
家
が
関
わ
っ
て
こ
な
か
っ
た
マ

ド
ラ
サ
教
授
職
へ
の
息
子
の
就
職
を
ア
フ
マ
ド
が
願
っ
て
い
る
点
も
興
味

深
い
。
導
入
さ
れ
て
か
ら
半
世
紀
以
上
を
経
過
し
た
こ
の
制
度
に
、
彼
も

関
心
を
寄
せ
て
い
た
の
で
あ
る
。
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一一一一
O世紀のハラブにおけるウラマー三家系（谷口）

　
②
　
マ
ド
ラ
サ
へ
の
進
出
と
権
力
へ
の
接
近

　
ア
フ
マ
ド
三
世
の
希
望
は
そ
の
死
後
か
な
え
ら
れ
た
。
息
子
カ
マ
ー
ル
ッ
デ
ィ
ー
ン
ー
ウ
マ
ル
（
五
八
八
－
六
六
〇
／
一
一
九
二
一
＝
一
六
二
）
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊧

ハ
ッ
ラ
ー
ウ
ィ
ー
や
学
院
教
授
の
イ
フ
テ
ィ
ハ
ー
ル
ヅ
デ
ィ
ー
ン
ー
ア
ブ
ド
ル
ム
ッ
タ
リ
ブ
を
は
じ
め
と
す
る
外
来
の
師
た
ち
か
ら
多
く
を
学

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

ん
だ
冒
q
H
曾
亀
］
。
そ
し
て
六
一
四
／
一
二
一
七
・
一
八
年
に
思
量
内
の
シ
ャ
ー
ズ
バ
フ
テ
ィ
ー
や
学
院
の
教
授
に
就
任
し
、
六
三
四
／
一

二
三
六
年
に
は
父
が
特
に
希
望
し
た
ハ
ヅ
ラ
ー
ウ
ィ
ー
や
学
院
の
教
授
に
な
っ
て
い
る
［
〉
鵠
二
お
i
二
二
。

　
ウ
マ
ル
以
降
、
ア
ブ
ー
・
ジ
ャ
ラ
ー
ダ
家
の
マ
ド
ラ
サ
へ
の
進
出
は
目
ざ
ま
し
く
、
六
五
八
／
一
二
六
〇
年
に
シ
リ
ア
の
ア
イ
ユ
ー
ブ
朝
が

滅
亡
す
る
ま
で
の
間
に
合
計
六
名
が
七
校
の
教
職
に
就
い
て
い
る
［
表
2
回
。
ま
た
、
同
朝
滅
亡
の
時
点
で
ハ
ナ
フ
ィ
ー
派
の
マ
ド
ラ
サ
は
二
二

白
あ
り
写
出
”
ご
。
－
お
昌
、
そ
の
う
ち
ア
ブ
ー
・
ジ
ャ
ラ
ー
ダ
家
は
五
つ
の
教
授
職
を
押
さ
え
て
い
た
。
さ
ら
に
ウ
マ
ル
は
、
六
三
九
／
一
二

四
一
・
四
二
年
に
自
ら
マ
ド
ラ
サ
を
創
設
し
て
い
る
写
鵠
”
H
b
。
昌
。

　
ま
た
ウ
マ
ル
は
、
ア
イ
ユ
ー
ブ
朝
政
権
の
外
交
使
節
と
し
て
各
地
へ
派
遣
さ
れ
て
い
る
。
最
初
に
史
料
に
現
わ
れ
る
の
は
、
六
二
三
年
か
ら

翌
年
に
か
け
て
（
ご
三
六
一
二
七
年
）
彼
が
マ
ッ
カ
（
メ
ッ
カ
）
巡
礼
に
幽
か
け
た
時
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
帰
途
ウ
マ
ル
は
、
デ
ィ
マ
シ
ェ
ク
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊧

ア
シ
・
ニ
フ
フ
晒
ム
ー
サ
ー
か
ら
書
簡
を
受
け
取
り
ハ
ラ
ブ
政
府
へ
届
け
て
い
る
［
N
鵠
ω
“
・
。
8
］
。

　
こ
の
時
か
ら
六
五
八
／
＝
一
六
〇
年
ま
で
の
三
〇
年
余
り
の
間
に
、
理
由
不
詳
の
四
回
を
含
め
て
合
計
二
三
回
に
わ
た
っ
て
各
地
へ
赴
い
て

い
る
。
回
数
の
多
い
派
遣
先
を
挙
げ
る
と
、
カ
ー
ヒ
ラ
（
カ
イ
ロ
）
の
六
器
、
デ
ィ
マ
シ
ュ
ク
の
四
回
、
バ
グ
ダ
ー
ド
の
三
圓
と
続
き
、
ル
ー
ム

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊤

翻
セ
ル
ジ
ュ
ク
朝
の
カ
イ
セ
リ
（
カ
イ
サ
ー
リ
…
ヤ
）
と
ザ
ン
二
重
朝
の
首
都
マ
ウ
ス
ィ
ル
が
二
度
ず
っ
と
な
っ
て
い
る
。

　
外
交
使
節
と
い
っ
た
重
要
な
任
務
を
任
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
　
ア
ズ
ィ
ー
ズ
（
六
；
一
i
三
四
／
　
二
一
六
－
三
七
年
在
伎
）
と
ナ
ー
ス
ィ
ル

（
六
三
四
一
五
八
／
一
二
三
七
一
六
〇
年
在
位
）
の
二
代
に
渡
っ
て
、
ウ
マ
ル
が
政
権
内
で
高
い
信
任
を
得
て
い
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
さ
ら

に
六
四
八
／
＝
一
五
〇
年
に
ナ
ー
ス
ィ
ル
が
デ
ィ
マ
シ
ュ
ク
へ
進
出
す
る
と
、
ウ
マ
ル
は
ハ
ヅ
ラ
…
ウ
ィ
ー
や
学
院
の
教
授
職
を
辞
し
て
君
主

に
仕
え
る
た
め
に
同
地
へ
赴
い
て
い
る
写
鵠
“
目
ω
］
。
し
か
し
、
彼
が
公
式
に
は
ど
の
よ
う
な
地
位
や
官
職
に
あ
っ
た
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
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⑳

は
、
彼
自
身
の
著
作
を
含
め
て
諸
史
料
は
明
確
に
語
っ
て
く
れ
な
い
。
公
的
な
官
職
に
は
就
か
ず
、
君
主
の
私
的
な
諮
問
役
と
し
て
活
動
し
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
何
れ
に
せ
よ
ウ
マ
ル
は
、
支
配
者
と
一
定
の
距
離
を
置
い
て
い
た
父
祖
た
ち
と
は
違
っ
て
、
政
権
中
枢
部
に
い
た
人

々
と
密
接
な
関
係
を
維
持
し
て
い
た
と
言
え
よ
う
。

①
　
N
寓
一
の
校
訂
者
に
よ
る
序
文
に
収
め
ら
れ
て
い
る
ア
ブ
ー
・
ジ
ャ
ラ
ー
ダ
家

　
及
び
著
者
ウ
マ
ル
に
関
す
る
研
究
は
、
こ
こ
に
挙
げ
た
以
外
の
人
名
録
等
か
ら
も

　
情
報
が
集
め
ら
れ
て
お
り
有
益
で
あ
る
。

②
　
移
鞘
先
に
選
ば
れ
た
北
シ
リ
ア
の
政
情
が
比
較
的
安
定
し
て
い
た
二
期
を
勘
案

　
す
る
と
、
ム
…
サ
ー
等
の
移
住
隣
期
は
三
／
九
世
紀
前
半
の
可
能
性
が
高
い
と
思

　
わ
れ
る
。
ハ
リ
ー
フ
ァ
鑓
ム
タ
ワ
ッ
キ
ル
没
（
二
四
七
／
八
六
一
）
後
の
混
乱
の

　
中
で
、
三
／
九
世
紀
後
半
の
シ
リ
ア
で
は
ア
ラ
ブ
諸
部
族
の
反
乱
や
抗
争
が
激
化

　
し
て
い
っ
た
［
Q
っ
騨
雛
σ
計
客
ω
：
ご
識
鍋
9
ミ
ミ
穿
、
§
、
■
∪
乱
ヨ
碧
（
累
9
く
く
。
碁
Y

　
一
の
謡
”
℃
ワ
ω
刈
1
ω
。
。
℃
畠
ム
。
。
…
o
り
9
a
。
ど
U
㌔
、
い
ρ
Q
ワ
三
一
。
9
＝
↓
。
§
扇
号
の

　
唱
「
①
自
。
諺
9
罠
霧
〉
手
遅
の
。
・
三
。
の
（
一
。
。
“
。
＼
誤
O
凸
。
ミ
。
。
↓
。
。
）
。
、
”
沁
§
罵
箒
偽
幅
、
ミ
携

　
㌧
気
当
ミ
§
§
腿
○
。
．
b
。
（
一
㊤
。
。
O
）
”
唱
ワ
窃
O
占
曾
、
一
お
占
誤
］
。

③
　
こ
の
家
系
は
、
ヤ
フ
ヤ
ー
・
ア
フ
マ
ド
父
子
の
時
期
（
一
〇
世
紀
末
か
ら
一
｝

　
世
紀
前
半
）
に
ア
デ
ィ
ー
ム
家
じ
σ
碧
O
巴
－
、
〉
二
同
ヨ
と
い
う
名
も
並
行
し
て
使
い

　
始
め
た
［
竃
O
一
①
”
ρ
悼
O
］
。

④
当
文
書
や
ダ
ー
ル
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
谷
口
淳
一
「
ア
ッ
パ
…
ス
朝
シ
リ
ア

　
辺
境
に
お
け
る
ダ
ー
ル
」
『
オ
リ
エ
ン
ト
』
三
八
／
…
（
一
九
九
五
年
）
”
一
五
六

　
－
一
七
〇
頁
を
見
よ
。

⑤
？
a
δ
…
卜
。
O
に
「
彼
は
ハ
ラ
ブ
に
お
い
て
ア
ブ
ー
・
バ
ク
ル
鑓
ム
ハ
ン
マ
ド

　
”
プ
ン
・
ア
ル
フ
サ
イ
ン
甜
シ
ー
イ
ー
〉
三
ご
d
鐸
『
学
同
」
）
．
費
7
偶
F
p
γ
静
．
圃
及

　
び
彼
以
外
の
人
物
か
ら
煽
ぎ
学
ん
だ
」
と
あ
る
。
ア
ブ
ド
ッ
サ
マ
ド
の
次
の
世
代

　
か
ら
は
、
父
を
は
じ
め
一
族
の
者
か
ら
教
え
を
受
け
た
と
い
う
記
録
が
頻
繁
に
出

　
て
く
る
。

⑥
し
む
門
も
。
二
b
。
卜
。
ρ
這
卜
。
合
し
づ
6
心
”
掃
Q
。
。
。
卜
。
．
こ
の
う
ち
最
初
の
例
は
、
マ
ッ
カ
（
メ

　
ッ
カ
）
で
収
集
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

⑦
こ
の
人
物
は
≧
乙
冒
．
｛
鷲
峯
σ
’
〉
■
巴
あ
雪
轟
三
（
三
六
｝
1
四
四
賜
／

　
九
七
一
・
七
ニ
ー
一
〇
五
二
）
で
あ
ろ
う
。
彼
は
ア
シ
ュ
ア
リ
ー
派
神
学
と
イ
ラ

　
ク
（
ハ
ナ
フ
ィ
ー
）
派
法
学
を
奉
じ
、
マ
ウ
ス
ィ
ル
（
モ
ス
ル
）
で
法
官
在
職
中

　
に
没
し
た
胃
じ
d
O
一
”
。
。
績
］
。
ハ
ラ
ブ
の
法
官
に
は
四
〇
七
／
一
〇
一
六
・
一
七

　
年
に
就
任
し
、
四
｝
五
／
一
〇
二
四
・
二
五
年
以
前
に
辞
め
て
い
る
【
N
誕
ご

　
舘
や
器
b
。
］
。
な
お
、
竃
q
δ
”
卜
。
O
で
は
彼
の
ニ
ス
バ
を
巴
あ
p
ヨ
、
了
見
と
す
る

　
が
、
誤
り
で
あ
ろ
う
。

⑧
　
こ
の
当
時
の
ミ
ル
ダ
…
ス
朝
ハ
ラ
ブ
政
権
を
め
ぐ
る
情
勢
に
つ
い
て
は
以
下
の

　
文
献
を
参
照
せ
よ
。
N
曽
】
（
冨
び
ω
・
↓
書
目
ミ
等
ミ
馬
ミ
鼠
ミ
懸
。
」
O
ミ
占
O
ミ
・

　
切
⑦
貯
窪
い
一
㊤
譲
…
、
〉
ぴ
自
9
シ
塗
三
斜
蜜
・
〉
．
切
ミ
周
惑
ミ
軌
ミ
駐
ミ
ー
肉
沸
き
ぜ
鋤
壽

　
喬
畑
ミ
霜
伽
き
笥
娠
黛
§
ミ
ミ
ー
娠
勘
ミ
・
H
匹
《
ρ
嵩
血
p
昌
《
欝
ち
Q
Q
α
”
太
田
敬
子
「
ミ
ル
ダ

　
ー
ス
朝
の
外
交
政
策
」
『
史
学
雑
誌
』
一
〇
　
／
三
（
一
九
九
一
一
年
）
“
一
一
四
〇

　
頁
。

⑨
〉
ぴ
O
》
貞
」
塗
ω
萄
9
、
〉
σ
α
p
工
【
碧
囲
ヨ
9
醤
画
を
。
扇
（
四
七
三
／
…
○
八
○
・

　
八
一
年
没
）
。
N
嵩
一
“
b
。
O
㊤
で
は
ア
フ
マ
ド
の
没
年
と
キ
ス
ラ
ー
の
法
官
就
任
が

　
四
四
五
年
の
こ
と
と
な
っ
て
い
る
が
、
N
国
の
鋼
の
箇
所
や
じ
d
8
に
あ
る
四
四
二

　
年
を
採
っ
て
お
く
［
国
弓
ω
”
碧
玉
…
N
霞
曽
O
鋭
。
キ
ス
ラ
ー
家
に
つ
い
て
は

　
詳
細
は
不
明
だ
が
、
ハ
ラ
ブ
市
街
に
キ
ス
ラ
ー
家
小
路
U
自
・
ひ
じ
σ
騨
三
聚
一
ω
衝
と

　
い
う
地
名
を
後
世
に
残
し
て
お
り
、
そ
の
付
近
に
は
ア
ブ
ー
・
ジ
ャ
ラ
ー
ダ
家
の

　
邸
宅
が
い
く
つ
か
あ
っ
た
［
N
類
一
”
鱒
の
O
旨
卜
。
一
。
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⑩
　
ヨ
¢
峯
“
ミ
；
ゆ
g
。
’
彼
を
拘
禁
し
た
支
配
者
の
名
は
明
記
さ
れ
て
い
な
い
が
、

　
隣
期
か
ら
考
え
て
セ
ル
ジ
ュ
ク
家
の
ト
ゥ
ト
ゥ
シ
．
一
（
四
八
七
…
八
八
／
一
〇
九

　
四
－
九
五
年
ハ
ラ
ブ
支
配
）
で
あ
ろ
う
。

⑪
リ
ド
ワ
…
ン
の
治
世
に
関
し
て
は
、
以
下
の
文
献
を
参
照
せ
よ
。
O
「
9
’
＜
8
乙
、

　
塑
≦
●
、
、
涛
昼
望
壁
子
⑦
鼠
歪
面
雪
止
”
、
§
恥
回
さ
、
ミ
＆
ぴ
、
ミ
廻
国
伽
．
㎏
」
囚
7

　
一
言
⑦
o
H
（
雪
島
多
じ
σ
■
≦
貯
戯
曾
◎
い
8
0
0
p
一
㊤
8
”
で
ワ
お
窃
山
勘
分
国
＆
少
〉
．
罫

　
・
．
家
（
7
品
7
写
貯
8
島
．
≧
。
℃
脅
H
8
0
餅
一
＝
ω
．
．
、
肉
§
ミ
§
偽
簿
ミ
塁
ミ
亀
－

　
ミ
爵
§
始
綬
（
一
㊤
Q
。
①
）
“
唱
℃
’
δ
一
－
雲
門

⑫
こ
の
蒔
期
の
ハ
ラ
ブ
の
政
治
史
の
流
れ
に
つ
い
て
は
、
大
川
原
香
子
「
ヒ
ジ
ュ

　
ラ
暦
五
～
六
世
紀
の
ア
レ
ッ
ポ
に
お
け
る
都
市
自
治
に
つ
い
て
」
　
『
寧
楽
史
苑
』

　
二
九
（
一
九
八
四
年
）
”
二
九
－
四
三
頁
を
見
よ
。

⑬
目
u
寓
ご
詰
㍗
同
）
…
鼠
盆
①
圃
醤
σ
Q
、
≦
●
局
、
．
↓
9
ω
層
，
①
＆
。
隔
竃
餅
ε
「
同
訓
ω
ヨ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も

　
婁
ユ
ニ
δ
↓
＝
二
（
。
。
噸
、
、
ミ
鳳
蕊
§
」
『
O
§
㍗
塁
8
糺
馬
勢
ミ
§
も
・
鼠
曳
＆
跨
恥
翻
ミ
ー

　
“
ミ
亀
3
　
0
ミ
ミ
ミ
窺
－
自
律
ぴ
§
㎏
＆
％
．
い
。
叢
o
p
一
り
謡
．
窮
月
’
ぎ
　
謁
ミ
碇
§
瞬

　
騎
簿
8
㌃
ミ
ミ
的
象
融
§
寧
ぽ
ミ
遷
ミ
」
亀
§
野
ピ
。
コ
α
曾
”
お
Q
。
0
．
H
H
”
℃
℃
．
一
q
〒

　
嶺
卜
。
嚇
Q
Q
営
く
仁
。
α
q
⑦
♂
智
謡
鳶
》
勺
㊤
矯
・
。
b
巳
自
”
℃
・
㊤
○
。
・
こ
う
い
う
こ
と
が
可
能
で

　
あ
っ
た
理
・
田
の
一
つ
に
、
法
学
的
に
は
＝
一
イ
マ
ー
ム
派
と
ハ
ナ
フ
ィ
ー
派
が
か

　
な
り
近
い
関
係
に
あ
る
と
い
う
事
惰
が
考
え
ら
れ
る
［
松
本
歌
郎
「
イ
ス
ラ
ー
ム

　
の
『
セ
ク
ト
』
」
竹
下
政
孝
編
『
イ
ス
ラ
ー
ム
の
思
考
回
路
』
栄
光
教
育
文
化
研
究

　
所
、
一
九
九
五
年
”
二
五
七
頁
］
。

⑭
　
鼠
銭
Φ
ぞ
コ
σ
q
δ
謬
一
℃
℃
・
H
参
－
δ
ご
　
湯
用
武
「
六
／
十
二
世
紀
の
シ
リ
ア
に

　
お
け
る
マ
ド
ラ
サ
の
発
展
」
　
『
史
学
拙
五
〇
（
一
九
八
○
年
）
三
四
一
ニ
ー
三
六
覧

　
頁
。

⑮
団
ヨ
怨
亀
い
客
●
≧
ミ
ミ
も
こ
曽
．
。
。
♂
、
o
亘
雰
ヨ
ρ
。
。
し
り
O
刈
”
薯
．
謡
O
跨
．

⑯
し
σ
戸
三
・
ぎ
器
’
、
〉
．
σ
．
竃
』
7
し
む
巴
言
．
五
四
瓢
一
／
＝
四
八
・
四
九
年
に
ハ
ラ

　
ブ
の
ハ
ッ
ラ
…
ウ
ィ
…
ヤ
学
院
の
教
授
に
任
命
さ
れ
る
。
数
年
後
辞
任
し
、
デ
ィ

　
マ
シ
ュ
ク
で
五
四
八
／
一
｝
五
三
年
に
没
し
た
。
　
［
ω
〇
二
三
2
一
㊤
黛
“
｝
ソ
一
〇
ω
…

　
鼠
鼠
戸
毒
σ
q
一
＄
ご
コ
）
」
幽
Q
。
占
ら
℃
一
襲
ム
器
］

⑰
剛
（
ぎ
鴇
二
〇
Σ
”
毛
」
刈
。
。
－
易
鱒
。

⑯
　
こ
の
事
件
の
経
緯
に
つ
い
て
は
、
峯
養
冤
簿
ち
Σ
“
℃
唱
」
Q
。
b
。
一
一
〇
。
Q
。
を
参
照
せ

　
よ
。

⑲
旨
趣
三
舞
P
鮮
鍔
σ
・
、
＞
r
餌
γ
望
算
P
葛
鼻
四
九
二
／
一
〇
九
八
・
九
九
年
マ

　
ウ
ス
ィ
ル
で
生
ま
れ
る
。
ザ
ン
ギ
三
朝
下
の
マ
ウ
ス
ィ
ル
の
法
話
な
ど
を
歴
任
し

　
た
後
、
五
五
五
／
＝
穴
○
年
に
ヌ
ー
ル
ッ
デ
ィ
ー
ン
の
許
で
デ
ィ
マ
シ
ュ
ク
の

　
法
官
と
な
る
。
五
七
二
／
一
一
七
穴
年
同
地
で
没
す
る
。
［
≦
〉
際
b
。
臨
I
b
。
ホ
］

⑳
竃
呂
旨
p
α
．
鼠
．
9
録
ρ
r
陸
餌
ぼ
欝
母
圃
．
五
八
六
／
＝
九
〇
年
没
。
ヒ
バ

　
ト
ッ
ラ
ー
二
世
の
解
任
と
ム
フ
ィ
…
ッ
デ
ィ
ー
ン
の
法
官
【
就
任
を
五
五
五
／
一
一

　
六
〇
年
の
こ
と
と
す
る
記
録
も
あ
る
。
［
タ
、
〉
舟
漣
①
需
用
◎
。
］

⑳
　
8
a
ρ
7
臼
＝
、
〉
σ
α
，
一
φ
慾
母
㊤
7
囚
母
α
舘
同
●
ホ
ラ
ズ
ム
地
方
の
出
身
で
マ
ル

　
ウ
で
学
ん
だ
。
五
六
二
／
一
　
六
六
・
六
七
年
没
。
［
霞
p
畠
①
一
二
α
Q
一
㊤
譲
閃
℃
」
鐙
］

⑫
寓
q
δ
…
ω
ご
N
鵠
卜
。
…
ら
。
憲
…
円
顔
Φ
｝
塁
σ
q
H
O
§
”
毛
」
♂
占
窃
8

⑳
　
マ
ム
ル
ー
ク
朝
旦
の
七
…
○
／
＝
二
一
〇
・
一
一
年
に
、
よ
う
や
く
再
び
同
家

　
か
ら
ウ
マ
ル
疑
プ
ン
・
ア
ブ
ド
ル
ア
ズ
ィ
ー
ズ
（
六
七
三
一
七
二
〇
／
＝
一
七
四

　
・
七
五
－
一
三
一
ご
）
が
ハ
ラ
ブ
の
法
官
に
任
命
さ
れ
た
ロ
護
一
”
曇
り
嚇
一
客

　
合
8
ご
。

⑭
　
じ
づ
甫
ω
二
刀
。
一
一
■
竃
q
一
①
”
自
に
も
同
様
の
言
葉
が
収
め
ら
れ
て
い
る
。
ハ
ッ

　
ラ
ー
ウ
ィ
…
イ
ー
ン
学
院
は
五
四
三
／
一
一
四
八
・
四
九
年
に
竣
工
し
た
ハ
ナ
フ

　
ィ
ー
派
の
マ
ド
ラ
サ
で
、
創
設
者
は
ヌ
ー
ル
ッ
デ
ィ
ー
ソ
で
あ
る
［
〉
頃
二
一
〇
］
。

　
岡
学
院
は
ハ
ッ
ラ
ー
ウ
ィ
ー
や
巴
－
¢
a
団
ミ
ヴ
、
p
と
呼
ば
れ
る
こ
と
が
多
い
の

　
で
、
本
稿
で
は
引
絹
文
以
外
に
は
こ
の
名
称
を
用
い
た
。

⑳
　
ハ
ラ
ブ
に
最
初
の
マ
ド
ラ
サ
で
あ
る
ザ
ッ
ジ
ャ
ー
ジ
ー
や
学
院
が
創
設
さ
れ
た

　
の
は
五
一
六
／
一
一
二
二
・
二
三
年
の
こ
と
で
あ
る
［
本
稿
第
三
章
1
］
。

⑯
　
＝
臨
1
7
裏
盆
■
．
〉
σ
α
9
7
ヨ
暮
雷
≡
）
．
五
瓢
一
九
／
一
一
四
四
年
バ
ル
フ
に
生
ま

　
れ
、
五
入
七
／
　
｝
九
一
年
以
降
に
ハ
ッ
ラ
…
ウ
ィ
ー
や
学
院
の
教
授
に
就
任
。
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在
職
中
の
六
一
六
／
一
二
｝
九
年
に
没
し
た
。
［
〉
二
“
一
お
…
ω
2
呉
ζ
｝
り
黛
門
や

　
δ
出

⑳
巴
－
客
武
『
窃
ρ
鎮
－
ω
＆
【
逼
σ
驚
く
勲
ザ
ソ
ギ
i
朝
の
ア
ミ
ー
ル
で
あ
っ
た
ジ
ャ
マ

　
ー
ル
ッ
デ
ィ
ー
ン
聴
シ
ャ
…
ズ
バ
フ
ト
が
五
八
九
／
｝
…
九
三
年
に
創
設
し
た
ハ

　
ナ
フ
ィ
ー
派
の
マ
ド
ラ
サ
［
〉
類
”
一
一
G
。
…
哺
巴
霧
℃
㌘
囲
．
〉
．
轟
㍗
箆
㎏
ミ
ミ
監
密
鷺
ミ
ぜ
轟

　
ざ
a
÷
8
ミ
碍
ぜ
仁
多
畑
ミ
＾
桝
？
蛍
ヨ
畠
ρ
お
㎝
ρ
や
お
］
。

⑳
　
当
時
ア
シ
ュ
ラ
フ
は
、
デ
ィ
マ
シ
属
ク
領
憲
の
ム
ア
ッ
ザ
ム
と
和
解
の
交
渉
中

　
で
あ
っ
た
［
井
谷
鋼
造
「
ル
…
ム
・
サ
ル
タ
ナ
ト
と
ホ
ラ
ズ
ム
シ
ャ
ー
」
　
『
東
洋

　
史
研
究
』
四
七
／
一
（
一
九
八
八
年
）
”
一
二
七
頁
］
。

⑭
　
窯
。
護
超
一
〇
鴛
”
慧
．
一
重
ム
α
膳
に
拠
る
。
た
だ
し
、
同
書
に
欠
け
て
い
た
以

　
下
の
三
園
も
数
に
加
え
た
。
そ
の
三
回
と
は
、
本
文
に
挙
げ
た
六
二
三
一
二
匹
年

　
の
件
、
六
三
四
／
二
譲
ニ
ハ
年
に
ア
イ
ソ
タ
ー
ブ
の
領
主
サ
ー
リ
フ
ロ
ア
フ
マ
ド

　
に
新
王
ナ
ー
ス
ィ
ル
ニ
世
へ
の
忠
誠
を
宣
誓
さ
せ
た
件
、
六
三
五
／
…
一
…
三
七
・

　
三
八
年
差
ヒ
ム
ス
と
ハ
マ
ー
の
領
主
の
間
に
生
じ
た
紛
争
の
調
停
に
奔
走
し
た
件

　
で
あ
る
［
N
寓
。
。
輔
器
鮮
卜
。
。
。
。
。
凸
霧
扁
。

⑳
　
イ
ブ
ン
・
カ
ス
イ
ー
ル
は
ウ
マ
ル
を
「
法
官
こ
「
宰
桐
一
と
呼
ん
で
い
る
［
弱
閣

　
お
“
卜
。
器
］
。
し
か
し
、
モ
レ
ー
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
こ
れ
は
実
際
の
官
職
名
で

　
は
な
く
尊
称
で
あ
ろ
う
ワ
♂
霞
竃
一
り
り
汗
℃
や
一
。
。
圃
I
M
。
。
G
。
］
。
こ
れ
ら
の
称
号
を

　
実
際
の
官
職
名
と
し
て
い
る
穿
四
二
9
0
暦
§
犠
疑
畠
」
絵
§
嵩
（
N
p
O
①
◎
）
の
．
、
誓
詳

　
巴
－
、
〉
α
冒
．
．
の
項
を
引
用
し
て
ウ
マ
ル
を
紹
介
し
た
私
の
記
述
は
不
正
確
で
あ

　
つ
た
［
谷
口
淳
　
「
十
｛
世
紀
の
ハ
ラ
ブ
に
お
け
る
カ
ル
ア
と
マ
デ
ィ
ー
ナ
」
『
東

　
洋
史
研
究
』
四
九
／
二
（
一
九
九
〇
年
）
“
三
二
五
頁
｝
。

⑳
特
に
法
学
の
知
識
を
活
か
し
て
君
主
に
助
言
を
与
え
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
ウ

　
マ
ル
が
フ
ァ
ト
ワ
ー
（
法
意
見
）
を
堤
出
し
て
い
た
こ
と
を
伝
え
る
人
名
録
が
あ

　
る
【
≦
≦
悼
卜
。
“
躯
N
舘
。
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一ニ

@
　
ア
ジ
ヤ
ミ
、
一
家

　
ザ
ン
ギ
ー
朝
時
代
以
降
、
宰
相
や
マ
ド
ラ
サ
教
授
を
多
く
輩
出
し
た
シ
ャ
ー
フ
ィ
イ
ー
派
の
ア
ジ
ヤ
ミ
i
幽
し
σ
p
瞬
旨
㊤
賢
．
諺
宣
ヨ
圏
の
活
動
は
、

ハ
ラ
ブ
に
お
け
る
ス
ン
ナ
派
隆
盛
の
証
左
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
て
き
た
。
早
く
も
今
世
紀
前
半
に
ソ
バ
ジ
ェ
が
同
家
の
系
図
を
ま
と
め
、
次

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

い
で
ス
ル
デ
ル
が
そ
れ
を
訂
正
し
た
。
し
か
し
両
翼
と
も
諺
缶
以
外
の
史
料
を
充
分
用
い
な
か
っ
た
た
め
、
マ
ド
ラ
サ
教
師
と
し
て
活
躍
し
た

人
物
だ
け
に
情
報
が
偏
っ
て
い
た
。
エ
ッ
デ
は
多
く
の
同
時
代
史
料
を
利
用
し
て
こ
の
点
を
克
服
し
、
同
家
に
関
す
る
詳
細
な
研
究
を
発
表
し

た
［
本
稿
第
一
章
注
②
］
。
本
章
で
は
主
に
彼
女
の
研
究
に
依
拠
し
な
が
ら
も
、
彼
女
が
あ
ま
り
関
心
を
払
っ
て
い
な
い
ア
ブ
ー
・
ジ
ャ
ラ
ー
ダ

家
と
の
比
較
を
念
頭
に
置
き
つ
つ
、
同
家
の
主
な
活
動
を
追
っ
て
い
く
こ
と
に
す
る
。

、
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‘Abd　al－rabTm
ワ＿一一＿　＿』

Jamal　ad．

tAIT1－ra撫m

（573）

　　　　i　tAIT
Zayn　ad．

‘Abd　al－malik　（674）

宇灘鴇・、，！，。。

：観∴、渾
　　　　　　　　‘Al，　（655）　iM．　（649）

　　　　　　　　　　　I

　　　　　　　Baha’ad．　A．　　　Muhv丁ad

Piya’　ad．

M．　（625）

Baha’　ad．

‘Abd　al－majld　（628）

‘Umar　Sad．　Sul，

（家系図1） （656）

f
i

Kamal　ad．　A．

　　　　（666）

Baha’　ad．　A．

　　　　　　　　　家系図2アジヤミー家
Edd6　1991：p．62　を基にf乍成した。

Muhy丁ad．
M．　（658）

　　l

Sarns　ad，　A．

　　（714）

一
　
マ
ド
ラ
サ
の
創
設

　
ア
ジ
ヤ
ミ
i
家
は
も
と
も
と
カ
ラ
ー
ビ
ス
ィ
ー

家
卑
や
閑
碧
帥
ぽ
巴
と
名
乗
っ
て
い
た
。
同
家
で
最

初
に
シ
ャ
ー
フ
ィ
イ
ー
派
法
学
を
学
ん
だ
の
は
二

四
八
／
八
六
二
・
六
三
年
に
没
し
た
フ
サ
イ
ソ
で
、

彼
は
シ
ャ
…
フ
ィ
イ
ー
の
弟
子
で
あ
っ
た
。
四
三

三
／
一
〇
四
一
・
四
二
年
、
こ
の
フ
サ
イ
ン
か
ら

数
え
て
五
代
飼
の
ア
ブ
ド
ヅ
ラ
フ
マ
ー
ン
一
世
が

ハ
ラ
ブ
へ
到
来
し
、
以
後
ア
ジ
ヤ
ミ
！
と
い
う
家

名
で
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
彼
の
生
没
年
は

不
明
で
あ
る
が
、
イ
ラ
ン
の
ニ
ー
シ
ャ
ー
プ
ー
ル

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

で
生
ま
れ
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。

　
彼
の
孫
ア
ブ
ド
ッ
ラ
フ
マ
ー
ン
ニ
世
（
四
八
O
I

五
六
一
／
一
〇
八
七
・
八
八
－
二
六
六
）
は
、
バ
グ

ダ
ー
ド
の
ニ
ザ
ー
ミ
ー
ヤ
9
》
双
胴
鐙
鱗
ヨ
同
図
ρ
学
院

で
法
学
を
学
ん
だ
人
物
で
あ
る
。
彼
は
ア
ル
ト

　
　
③

ウ
ク
朝
の
バ
ド
ル
ヅ
デ
ィ
ー
ン
臆
ス
ラ
イ
マ
ー
ン

（
五
一
五
一
一
七
／
一
一
二
｝
二
一
ニ
ー
二
三
年
ハ
ラ
ブ
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支
配
）
に
シ
ャ
ー
フ
ィ
イ
ー
派
マ
ド
ラ
サ
の
創
設
を
進
言
し
て
受
け
容
れ
ら
れ
た
。
五
一
六
／
一
一
ニ
ニ
・
一
一
三
年
頃
に
工
事
は
始
ま
っ
た
が
、

当
時
多
数
派
で
あ
っ
た
シ
ー
ア
派
の
住
民
が
工
事
を
妨
害
し
た
た
め
、
完
成
し
た
の
は
五
二
二
／
一
一
二
八
年
に
ザ
ン
小
壁
朝
が
ハ
ラ
ブ
を
獲

得
し
た
後
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
の
ハ
ラ
ブ
最
初
の
マ
ド
ラ
サ
で
あ
る
ザ
ッ
ジ
ャ
ー
ジ
ー
や
巴
自
a
圃
旨
膨
学
院
の
ナ
ー
ズ
ィ
ル
（
理
事
）
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

教
授
に
は
ア
ブ
ド
ッ
ラ
フ
マ
ー
ソ
ニ
世
自
身
が
就
任
し
た
。

　
同
時
代
の
人
名
録
が
「
熱
狂
的
な
（
ミ
§
ミ
．
a
篭
）
ス
ン
ナ
派
胃
U
さ
”
・
。
＄
ご
　
と
伝
え
る
ア
ブ
ド
”
．
ラ
フ
マ
ー
ン
は
、
　
ハ
ラ
ブ
の
シ
ー
ア

派
住
民
と
し
ば
し
ぼ
衝
突
し
た
。
五
一
七
年
前
半
／
一
＝
一
三
年
前
半
、
ハ
ラ
ブ
の
実
力
者
の
一
人
で
あ
っ
た
シ
ー
ア
派
の
ム
ハ
ン
マ
ド
ー
イ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

プ
ン
・
ア
ル
ハ
ッ
シ
ャ
ー
プ
は
、
十
字
軍
勢
力
と
不
利
な
休
戦
条
約
を
結
ん
だ
ス
ラ
イ
マ
ー
ン
を
見
捨
て
、
後
者
の
従
兄
弟
で
あ
る
バ
ラ
ク
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

招
い
た
。
こ
の
動
き
に
対
し
て
、
ア
ジ
ヤ
ミ
ー
家
は
あ
く
ま
で
も
ス
ラ
イ
マ
ー
ン
を
支
持
し
た
。

　
五
二
〇
／
一
一
二
六
・
二
七
年
に
ア
ブ
ド
ッ
ラ
フ
マ
ー
ン
は
、
ハ
ッ
シ
ャ
ー
プ
家
の
ヤ
フ
ヤ
ー
と
言
い
争
い
、
そ
の
際
後
者
の
仲
間
に
暴
行

を
加
え
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
五
二
一
／
一
＝
一
七
年
に
短
期
間
ハ
ラ
ブ
を
支
配
し
た
セ
ル
ジ
ュ
ク
朝
の
フ
ト
ル
グ
ア
バ
の
下
で
は
、
シ
ー
ア
派

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

住
民
の
中
傷
に
よ
っ
て
叔
父
の
フ
サ
イ
ソ
と
共
に
投
獄
さ
れ
て
い
る
。

　
以
上
の
よ
う
に
、
多
数
派
の
シ
ー
ア
派
住
民
と
の
間
に
摩
擦
を
引
き
起
こ
し
な
が
ら
強
引
に
マ
ド
ラ
サ
建
設
を
推
し
進
め
る
ア
ブ
ド
ヅ
ラ
フ

マ
ー
ン
ニ
世
の
姿
勢
は
、
同
じ
ス
ン
ナ
派
に
属
し
な
が
ら
も
、
＝
一
イ
マ
ー
ム
派
の
見
解
に
則
っ
て
判
決
を
下
し
て
い
た
当
時
の
法
官
ア
ブ
ー

・
ジ
ャ
ラ
ー
ダ
家
の
ム
ハ
ン
マ
ド
一
世
と
は
著
し
く
異
な
っ
て
い
た
と
言
え
よ
う
。
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2

ザ
ン
ギ
ー
朝
・
ア
イ
ユ
ー
ブ
朝
時
代
　
　
勢
力
の
拡
大
一

　
五
二
二
／
一
一
二
八
年
に
ザ
ソ
ギ
ー
朝
の
イ
マ
ー
ド
ッ
デ
ィ
：
ン
が
ハ
ラ
ブ
を
得
る
と
、
ア
ブ
ド
ッ
ラ
フ
マ
ー
ン
二
世
は
、
三
悪
主
か
ら
ザ

ヅ
ジ
ャ
ー
ジ
ー
や
学
院
へ
の
ワ
ク
フ
を
得
た
上
に
、
シ
ー
ア
派
住
民
か
ら
の
攻
撃
を
防
ぐ
た
め
に
、
君
主
の
父
で
あ
る
ア
ク
ス
ソ
ク
ル
の
遺
体

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

を
同
学
院
に
隣
接
し
て
埋
葬
す
る
と
い
う
処
澄
を
願
い
出
て
実
行
に
移
し
た
。
ア
ジ
ヤ
ミ
ー
家
の
人
々
は
さ
ら
に
ザ
ン
ギ
ー
朝
と
の
関
わ
り
を
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表3　アジヤミー家出身の公職経験者（マドラサ関係を除く）

名 前 職 名 期間｝典 拠

Saraf　ad．　‘Ar．　II

Jamal　ad．　tA．

Sihab　ad．

　tAb（三al－ra埴m

Qutb　ad．　al－H．

Kam5｝　acl．　‘U．

tlmad　ad．

　‘Abd　aトra垣m

Majd　ad．

Baha’　ad．

　‘Abd　al－majid

‘Awn　ad．　Sul．

Zayn　ad．

　‘Abd　al－maiilc

正（amaユad．　A．

Dimagqへの使節

Ba‘1abakkのjimi‘建設管理者

al－Masjid　a工一耳ararn　建設管理者

宰相（wa：ir）

財宝庫管理者（‘adl）

宰相＠aair）

al－Jami‘と諸ワクフの管理者

桐続人不在の遺産管理者

　（na’ib　ai－liagpt）

al－Jamitの？z⑫か

病院の煎卿
Dima§qの財宝庫のπ轟か

市場監督官（7ntelitasib）

諸ワクフ管理者

諸ワクフ管理者

Dima§qの軍務庁長官
　＠卿〃α♂一ゴ砂薦）

公証人（‘adl）

代理法官（結婚契約担当）

？

‘lrnad　ad．

Zangi朝

？　一531

‘lm議d　ad．

NVir　ad．

569－73

579－88　？

629昏こ在孫譲

649－54

649－54

654－58

64　（TD　40：　162）

〈1）

64，66　（ZH　3：　10）

66　（BT　5：　2430；

　RD　2：　47）

66　（ZI｛　3：　212）

67　（TMZ：43）

62ge：Gffbl　1　68　（zH　3：　212）

588　？　一628　？

628　？　一56

650以降一56

616

616以降

68（2）

68

（dMZ　1：　240－41）

69　（TMZ：　143）

書記官＠捌δ） i　al－r　asir 169　（dMz　2，　3ss）

・主にEdd61981：pp．64－69に基づいて作成し，不適切な点はできるだけ正し，疑闇の残る
点には～を付した。

・典拠としては原則として同論文の該当頁を挙げ，特に参照すべき史料を（）内に示した。

｛1｝大稔哲也rザンギー朝の統治と行政官」『菓洋学報』69／3・4（1988年）：41頁。

（2｝Edd6が挙げている典拠には，‘Abd　al－maj1dが諸ワクフの管理者を務めたことを示す
　記事は無い。父Qutb　ad．　aト玖と息子‘Awn　ad．　Sul．が同職に就いていることからの推

　定と思われる。

身
が
設
立
し
た
も
の
で
は

見
て
お
こ
う
。
ザ
ッ
ジ
ャ

ー
ジ
…
ヤ
学
院
は
彼
ら
自

ラ
サ
の
関
わ
り
を
さ
ら
に

デ
ィ
ー
ソ
u
ハ
サ
ン
の
邸

宅
が
シ
ー
ア
派
の
略
奪
を

　
　
　
　
⑩

受
け
て
い
る
。

　
ア
ジ
ヤ
ミ
ー
家
と
マ
ド

で
シ
ー
ア
派
住
民
と
の
敵

対
関
係
は
依
然
と
し
て
続

き
、
五
五
二
／
一
一
五
七
・

五
八
年
の
騒
乱
時
に
は
同

　
　
　
　
　
　
　
⑨

家
の
人
物
が
襲
わ
れ
、
五

六
九
／
一
一
七
四
年
の
騒

乱
に
お
い
て
は
ク
ト
ブ
ヅ

に
な
っ
た
［
表
3
］
。

方

深
め
、
同
朝
の
下
で
幾
つ

か
の
公
職
に
任
命
さ
れ
、

宰
相
を
二
名
も
出
す
ま
で
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拠典間

97

装4　アジヤミー家出身のマドラサ教師

マドラサ陣陣
al－Zajjaj－iya 1．激授152

98

523頃一61

583　？　一642

名 前

Saraf　ad．　‘Ar．　II

教授

109

1e8

595－658　？

625－58

授
授

教
敦

107－08教授 61e－25

1e6

1e8

？　｛i）一658

650－58

98642－49

108642－50

98649－55

98655－58

1e6655－58

教授

代理（2》

教授

代ge（E）

教授

教授

数授

TMZ：
102

143617一　？

656－58

手
授

助
教

al：ZajjEj－iya

bi－1－Jubayl

a1一名乱hir1ya　（クト）

al一年ahiriya　（クト）

al－Sarafiya

al一孝蕊hiriya　（外）

al－Zajj’aj－iya

al一名ahirlyεし（タト）

al－Zajjajiya

al－Zajjajiya

al－Zaydiya

al－Sayfiya

a！一Niffarlya

1〈ama1　ad．　‘U．

首araf　ad．‘Ar．王王王

PiyE’　ad．　M．

Mulyyi　ad．　M．

‘王mad　ad．正涯．

‘王m義dad，’Abd　al－ra尊im

Mul．iyi　acl．　’AI．

Baha’　acl．　A．

Sams　ad．　A．

Zayn　ad．　‘Abd　al－malik

典拠の欄で略号が無いものは，すべてAHの省略である。

〔1｝同学院の工事が開始された618年以降に就任。
｛2｝両者ともSa・af　ad．　‘Ar．　IIIの代理嘲戯。

な
か
っ
た
た
め
、
そ
の
ナ
ー
ズ
ィ
ル
職
は
世
襲
で
き
る
と
は
限

ら
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
実
際
、
ア
ブ
ド
ッ
ラ
フ
マ
ー
ン
ニ

世
の
没
後
、
姻
族
で
あ
る
ジ
ャ
フ
バ
ル
家
の
マ
ジ
ュ
ド
ヅ
デ
ィ

　
　
　
　
　
　
⑪

ー
ン
翻
タ
ー
ヒ
ル
が
ナ
ー
ズ
ィ
ル
に
就
任
し
、
兄
弟
の
ザ
イ
ヌ

ヅ
デ
ィ
ー
ン
と
と
も
に
教
授
と
な
っ
た
【
〉
国
”
O
ご
渓
U
”
お
出
。

こ
れ
に
対
し
て
ア
ジ
ヤ
ミ
ー
家
の
カ
マ
…
ル
ッ
デ
ィ
ー
ン
耽
ウ

マ
ル
（
五
五
七
一
六
四
二
／
一
一
六
二
一
一
ド
ニ
四
四
）
は
鮪
…
賂
や
脚
策
略
門

に
よ
っ
て
ジ
ャ
フ
パ
ル
家
の
評
判
を
疑
め
、
お
そ
ら
く
五
八
三

／
一
一
八
七
年
に
タ
ー
ヒ
ル
を
ハ
ラ
ブ
か
ら
追
い
出
す
こ
と
に

　
　
　
⑫

成
功
す
る
。

　
ま
た
溺
の
史
料
に
な
、
ハ
ラ
ブ
の
ジ
ャ
ー
、
、
・
一
や
マ
ド
ラ
サ
、

リ
パ
ー
ト
等
の
管
理
を
ア
イ
ユ
！
ブ
朝
の
サ
ラ
ー
フ
ヅ
デ
ィ
：

ン
か
ら
任
さ
れ
た
ム
フ
タ
ス
ィ
ブ
（
市
場
監
督
官
）
の
イ
ブ
ソ
・

ア
ル
カ
ス
リ
ー
謬
昌
巴
わ
窟
昌
と
ア
ジ
ヤ
ミ
ー
家
の
間
に
五

八
三
／
一
一
八
七
・
八
八
年
に
論
争
が
生
じ
た
と
あ
る
。
最
終

的
に
は
同
家
の
主
張
が
聞
き
容
れ
ら
れ
、
ザ
ヅ
ジ
ャ
ー
ジ
ー
や

学
院
の
ナ
ー
ズ
ィ
ル
職
が
改
め
て
ア
ジ
ヤ
ミ
ー
家
へ
引
き
渡
さ

　
⑬

れ
た
。

　
お
そ
ら
く
こ
の
二
つ
の
記
録
は
一
連
の
事
件
の
違
う
側
面
を
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伝
え
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
ザ
ッ
ジ
ャ
ー
ジ
ー
や
学
院
は
、
そ
の
創
設
や
ワ
ク
フ
物
件
の
追
加
に
歴
代
の
支
配
者
が
大
き
く
関
わ
っ
て
き
た
だ

け
に
、
支
配
者
の
介
入
を
受
け
易
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
に
対
し
て
ア
ジ
ヤ
ミ
ー
家
業
は
様
々
な
手
を
尽
く
し
て
同
学
院
の
ナ
ー
ズ
ィ
ル

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

職
を
確
保
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
ウ
マ
ル
以
降
同
学
院
の
教
授
は
ア
ジ
ヤ
ミ
ー
家
が
独
占
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
ナ
ー
ズ
ィ
ル
職
も
同
家

が
保
ち
続
け
た
も
の
と
思
わ
れ
る
［
〉
国
”
ミ
あ
。
。
］
。

　
そ
の
後
馬
九
五
／
一
一
九
八
・
九
九
年
に
、
シ
ャ
ム
ス
ッ
デ
ィ
ー
ン
ー
ア
フ
マ
ド
（
六
三
　
／
一
二
三
一
二
・
三
四
年
没
）
が
ジ
ュ
バ
イ
ル
の
学
院

を
創
立
し
写
糊
二
8
】
、
さ
ら
に
シ
ャ
ラ
フ
ッ
デ
ィ
ー
ン
H
ア
ブ
ド
ッ
ラ
フ
マ
ー
ン
三
世
（
六
五
八
／
一
二
六
〇
年
没
）
が
六
一
八
／
～
二
二
一

年
頃
シ
ャ
ラ
フ
ィ
ー
や
学
院
を
創
設
し
写
霞
”
同
8
］
、
何
れ
も
ア
ジ
ヤ
ミ
ー
家
の
人
物
が
教
授
に
就
任
し
て
い
る
［
表
△
。
こ
れ
ら
三
学
院
以

外
の
マ
ド
ラ
サ
に
ア
ジ
ヤ
ミ
ー
家
が
教
授
職
を
得
る
の
は
意
外
に
遅
く
、
六
一
〇
／
一
二
一
三
・
一
四
年
に
デ
ィ
ヤ
ー
ッ
デ
ィ
ー
ン
湘
ム
ハ
ソ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

マ
ド
（
五
六
四
－
六
二
五
／
こ
六
八
・
穴
九
一
一
二
二
八
）
が
市
引
外
の
ザ
ー
ヒ
リ
ー
や
学
院
の
教
授
に
就
任
し
た
の
が
最
初
で
あ
る
［
表
4
］
。
し

か
し
そ
の
後
着
実
に
勢
力
を
拡
大
し
、
ア
イ
ユ
ー
ブ
朝
時
代
の
終
わ
り
ま
で
を
通
算
す
る
と
、
合
計
七
言
に
＝
名
の
マ
ド
ラ
サ
教
師
を
送
り

込
ん
で
い
る
。
六
五
八
／
一
二
六
〇
年
に
モ
ン
ゴ
ル
が
ハ
ラ
ブ
を
躁
漏
し
た
時
、
当
時
ハ
ラ
ブ
に
あ
っ
た
一
コ
校
の
シ
ャ
ー
フ
ィ
イ
ー
派
マ
ド

　
　
　
　
⑯

ラ
サ
の
う
ち
、
六
校
に
ア
ジ
ヤ
ミ
ー
家
は
教
授
職
を
有
し
て
い
た
の
で
あ
る
［
表
4
】
。
こ
れ
ら
の
数
字
は
、
当
該
時
代
で
は
各
法
学
派
を
通
じ

て
ハ
ラ
ブ
で
最
多
で
あ
る
。

　
さ
て
最
後
に
、
ア
ジ
ヤ
ミ
ー
家
と
司
法
職
と
の
関
わ
り
を
見
て
み
よ
う
。
前
章
で
述
べ
た
よ
う
に
、
ア
イ
ユ
ー
ブ
朝
は
ハ
ラ
ブ
の
法
官
を
シ

ャ
ー
フ
ィ
イ
ー
話
法
学
者
か
ら
選
任
す
る
こ
と
に
し
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
ア
ジ
ヤ
ミ
ー
家
に
も
法
官
職
獲
得
へ
の
道
が
開
か
れ
た
。
同
家
で

ハ
ラ
ブ
の
法
官
職
を
狙
っ
た
の
は
、
ザ
ッ
ジ
ャ
ー
ジ
ー
や
学
院
を
取
り
戻
し
た
前
述
の
ウ
マ
ル
で
あ
る
。
六
三
工
／
一
二
三
四
年
に
法
官
バ
バ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

ー
ッ
デ
ィ
ー
ソ
”
イ
ブ
ソ
・
シ
ャ
ヅ
ダ
ー
ド
が
没
す
る
と
、
ウ
マ
ル
は
君
主
ア
ズ
ィ
…
ズ
や
要
人
に
働
き
か
け
て
、
法
官
の
地
位
を
買
収
し
よ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

う
と
し
た
。
ア
ズ
ィ
ー
ズ
の
拒
否
に
よ
っ
て
こ
れ
が
失
敗
す
る
と
、
今
度
は
シ
ャ
イ
ザ
ル
城
主
の
シ
一
二
ブ
ヅ
デ
ィ
ー
ソ
と
共
謀
し
て
ハ
ラ
ブ

を
征
服
し
、
そ
の
上
で
自
分
が
同
地
の
法
官
に
就
任
す
る
と
い
う
陰
謀
を
企
ん
だ
。
こ
の
計
画
は
未
然
に
発
覚
し
、
六
三
四
／
一
二
三
七
年
か
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ら
翌
年
に
か
け
て
両
者
は
内
城
に
拘
禁
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
時
、
シ
ハ
ー
ブ
ッ
デ
ィ
ー
ン
は
財
産
を
没
収
さ
れ
て
い
る
が
、
ア
ジ
ヤ
ミ
ー
家
の

資
産
は
安
泰
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
ア
ジ
ヤ
ミ
ー
家
の
人
々
の
心
を
安
ん
じ
る
た
め
で
あ
っ
た
と
、
同
家
に
対
し
て
政
権
側
か
ら
特
別
の
配
慮
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

働
い
た
こ
と
を
史
料
は
伝
え
て
い
る
。
結
局
、
ア
ジ
ヤ
ミ
ー
家
は
ア
イ
ユ
ー
ブ
朝
期
も
ハ
ラ
ブ
の
法
官
職
を
得
る
こ
と
は
な
か
っ
た
が
、
代
理

法
官
や
市
場
監
督
官
の
職
を
得
る
者
は
存
在
し
た
。
司
法
関
係
以
外
の
役
職
に
就
い
て
政
権
に
仕
え
た
者
も
少
な
く
な
い
［
衷
3
］
。

①
　
o
Q
諺
く
帥
σ
q
①
け
ち
痺
”
や
悼
鳶
“
o
Q
o
霞
O
鉱
瞬
㊤
鋒
”
℃
や
一
〇
圃
占
O
。
。
曾

②
国
α
象
目
8
ド
”
や
2
●

③
ア
ル
ト
ゥ
ク
朝
に
つ
い
て
は
、
次
の
文
献
を
参
照
せ
よ
。
＜
馨
F
O
・
b
措
O
偽
ヤ

　
ら
ミ
ミ
音
拭
ミ
ミ
ミ
覧
ミ
防
ミ
§
憲
装
馬
噛
ミ
ミ
ミ
§
留
、
帖
§
袋
扇
ミ
§
唖
O
§
刷
碁

　
．
㍗
壽
轟
為
途
（
竜
♀
艶
ぴ
。
＼
お
O
N
ー
ミ
O
℃
ソ
じ
ご
興
財
P
一
㊤
。
。
メ

④
国
臣
濠
お
O
ゴ
℃
．
①
。
。
」

⑤
ハ
ッ
シ
ャ
ー
プ
家
に
つ
い
て
は
、
本
稿
第
四
章
を
参
照
の
こ
と
。

⑥
6
U
蜜
ご
H
◎
。
O
聖
σ
．
こ
の
話
を
伝
え
る
シ
ー
ア
派
の
イ
ブ
ン
・
ア
ビ
ー
・
タ
イ

　
イ
に
よ
れ
ば
、
ス
ラ
イ
マ
ー
ン
を
支
持
す
る
人
々
は
、
彼
を
ス
ン
ナ
派
の
味
方
と

　
し
マ
ド
ラ
サ
を
建
設
す
る
こ
と
を
望
ん
だ
と
あ
る
。
イ
ブ
ン
・
ア
ビ
ー
・
タ
イ
イ

　
に
つ
い
て
は
、
本
稿
第
四
章
注
②
を
参
照
の
こ
と
。

⑦
　
国
氏
鼠
一
8
ご
℃
℃
・
①
。
。
－
①
郵
ま
た
ザ
ン
ギ
ー
朝
時
代
以
前
に
、
ア
ブ
ド
ッ
ラ
フ

　
マ
ー
ン
は
、
マ
ド
ラ
サ
創
設
が
原
因
の
誕
言
に
よ
っ
て
二
度
に
わ
た
り
二
二
五
千

　
デ
ィ
ー
ナ
ー
ル
の
財
産
没
収
を
受
け
た
と
も
伝
え
ら
れ
て
い
る
［
緊
U
”
お
呂
。

　
こ
れ
も
シ
ー
ア
派
に
よ
る
誕
言
と
考
え
ら
れ
よ
う
。

⑧
口
α
象
お
O
ご
や
①
。
。
・

⑨
丙
冨
図
辞
δ
譲
鱒
℃
・
並
置
に
は
ア
ジ
ヤ
ミ
i
家
の
ア
リ
ー
が
手
斧
で
打
た
れ

　
た
と
あ
る
が
、
典
拠
と
な
っ
て
い
る
目
U
竃
。
。
”
二
〇
σ
で
は
ア
ブ
ー
・
ア
リ
ー
と

　
な
っ
て
い
る
。
ア
リ
ー
な
ら
ば
本
稿
蓑
3
に
登
場
す
る
宰
相
経
験
者
と
も
考
え
ら

　
れ
る
が
、
ア
ブ
i
・
ア
リ
ー
と
い
う
人
物
に
つ
い
て
は
不
明
で
あ
る
。

⑩
涙
ぎ
鴇
け
お
謡
”
℃
．
お
ド

⑪
　
窯
聲
琶
註
・
蟹
三
『
9
ズ
諄
諄
p
一
｝
留
9
雪
面
塾
五
九
六
／
一
一
九
九
二

　
二
〇
〇
年
没
。
ハ
ラ
ブ
出
｛
身
。
ザ
ッ
ジ
ャ
ー
ジ
ー
や
学
院
を
追
わ
れ
た
後
、
ク
ド

　
ス
と
デ
ィ
マ
シ
ュ
ク
で
教
え
た
。
［
U
日
単
一
“
卜
。
G
。
O
占
ω
舘

⑫
穴
9
誌
豊
国
a
四
這
リ
ゴ
や
①
①
●

⑬
月
U
鑓
㌘
δ
b
。
σ
…
潤
α
9
量
り
ご
や
①
ω
“

⑭
ウ
マ
ル
は
ま
た
、
ダ
ウ
ラ
ー
イ
ー
と
い
う
人
物
に
依
頼
し
て
、
サ
ラ
ー
フ
ッ
デ

　
ィ
ー
ン
に
嘆
願
書
を
書
い
て
も
ら
い
、
そ
の
中
で
、
自
分
達
の
祖
先
が
い
か
に
苦

　
労
し
て
こ
の
マ
ド
ラ
サ
を
維
持
し
て
き
た
か
を
説
明
し
て
い
る
禦
ハ
U
”
蒔
さ
。
ご
1
心
G
。
£
。

　
嘆
願
書
を
書
い
た
人
物
は
灼
ぐ
9
1
、
p
9
＞
σ
口
9
－
ρ
留
一
ヨ
、
＞
9
9
－
日
p
一
鱒
9

　
N
竃
α
p
7
U
螢
≦
ご
、
凶
（
五
九
八
／
一
二
〇
二
年
没
）
の
こ
と
と
思
わ
れ
る
。
こ
の

　
人
物
は
シ
ャ
ー
フ
ィ
イ
ー
派
の
法
学
者
で
、
デ
ィ
マ
シ
ュ
ク
の
ジ
ャ
ー
ミ
ー
の
説

　
教
師
を
務
め
た
。
［
切
累
お
”
。
。
φ
1
ω
ご
U
月
蜜
ご
念
㊤
…
暑
し
ご
ト
。
“
海
。
。
①
（
母
嘗

　
．
、
巴
－
U
ρ
乱
9
、
契
騨
．
．
）
］

⑯
同
時
に
同
家
の
ア
ブ
ド
ッ
ラ
フ
マ
…
ン
三
世
が
ナ
ー
ズ
ィ
ル
の
一
人
に
就
任

　
し
、
そ
の
職
は
彼
の
子
孫
が
世
襲
す
る
こ
と
が
定
め
ら
れ
て
い
た
［
〉
凱
”
一
〇
ご
。

⑯
6
。
2
a
。
＝
O
黛
”
℃
．
ニ
ド

⑰
　
し
づ
珍
叫
．
ρ
。
α
・
＜
F
ぎ
コ
鐙
α
鼠
9
五
三
九
一
六
三
二
／
＝
四
五
一
＝
一
三
四
。

　
も
と
も
と
サ
ラ
ー
フ
ッ
デ
ィ
ー
ン
に
仕
え
て
い
た
が
、
そ
の
死
後
ハ
ラ
ブ
の
君
主

　
ザ
…
ヒ
ル
の
招
き
に
応
じ
て
五
九
｝
／
＝
九
四
・
九
五
年
に
岡
地
へ
赴
き
、
法

　
官
や
宰
栢
等
の
要
職
に
就
い
た
［
≦
〉
↓
”
○
。
心
山
O
O
回
。

⑱
こ
の
入
物
は
、
鰹
募
ぴ
巴
．
K
鍔
9
帥
7
U
餅
饗
で
あ
ろ
う
窟
葺
考
ぼ
。
毬
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常
φ
》
§
い
ミ
ミ
帖
芝
ミ
凄
馬
き
竃
。
釣
ヒ
g
量
L
o
唱
”
℃
」
録
。

⑲
N
踏
ω
”
b
。
β
悼
卜
。
。
。
も
b
。
り
…
夏
ユ
“
お
O
ご
毛
・
㊦
①
占
“
．

四
　
　
ハ
ッ
シ
ャ
ー
プ
家

　
ハ
ラ
ブ
の
＝
一
イ
マ
ー
ム
派
の
家
系
で
あ
る
ハ
ヅ
シ
ャ
ー
プ
家
b
d
き
q
ρ
智
口
ρ
綴
働
び
の
活
動
に
つ
い
て
は
、
　
一
一
世
紀
か
ら
一
二
世
紀
は

じ
め
に
か
け
て
の
シ
リ
ア
大
都
市
の
自
治
を
論
じ
た
諸
研
究
で
取
り
上
げ
ら
れ
て
き
た
。
し
か
し
ほ
と
ん
ど
の
論
文
が
個
々
の
成
員
の
比
定
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

お
ろ
そ
か
に
し
た
ま
ま
同
家
の
活
動
を
扱
っ
て
お
り
、
不
正
確
な
記
述
が
目
立
つ
。
本
章
で
は
こ
の
点
に
留
意
し
て
、
同
家
の
活
動
を
で
き
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

限
り
個
人
ご
と
に
整
理
し
て
提
示
す
る
。

一一一一 O世紀のハラブにおけるウラマー三家系（谷口）

1
　
住
民
の
指
導
者

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

　
ハ
ッ
シ
ャ
ー
プ
家
の
イ
ー
サ
ー
が
ヒ
ス
ン
睦
ア
ル
ア
ク
ラ
ー
ド
か
ら
ハ
ラ
ブ
へ
移
住
し
て
き
た
の
は
、
ハ
ム
ダ
ー
ソ
朝
の
サ
イ
フ
ッ
ダ
ウ
ラ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

の
治
世
（
三
三
＝
丁
五
六
／
九
四
五
i
六
七
）
の
こ
と
で
あ
っ
た
牛
馬
“
ω
呂
。
イ
ー
サ
ー
に
つ
い
て
は
ほ
ん
ど
情
報
が
無
い
が
、
当
時
か
ら
既
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

名
士
と
心
え
る
存
在
で
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
の
孫
ア
フ
マ
ド
も
シ
ー
ア
派
の
法
学
者
で
ハ
ラ
ブ
の
名
士
（
蟄
、
嵐
菖
の
一
人
で
あ
っ
た
と
伝

え
ら
れ
る
な
ど
、
移
住
当
初
か
ら
同
家
は
ハ
ラ
ブ
に
お
い
て
シ
ー
ア
派
ウ
ラ
マ
ー
の
名
家
と
見
な
さ
れ
て
い
た
欝
8
“
。
”
8
。
。
嗣
。

　
同
家
の
人
々
は
支
配
者
達
に
一
属
置
か
れ
る
存
在
で
あ
っ
た
が
、
支
配
者
達
の
た
め
に
行
政
に
関
与
し
た
者
は
一
人
も
い
な
か
っ
た
と
い
う

［
》
笛
“
。
。
巳
。
た
だ
、
ハ
ヅ
シ
ャ
ー
プ
家
の
人
々
が
し
ぼ
し
ば
「
法
官
」
と
い
う
称
号
を
伴
っ
て
呼
ば
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
彼
ら
の
中
に
実

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

際
に
法
官
を
務
め
た
人
物
が
い
た
可
能
性
が
高
い
。

　
ア
フ
マ
ド
の
四
代
目
の
子
孫
で
あ
る
フ
一
，
フ
ル
ヅ
デ
ィ
ー
ソ
ー
ム
ハ
ソ
マ
ド
（
五
一
九
／
一
＝
一
五
・
二
六
年
没
）
は
、
一
一
世
紀
末
か
ら
一
二

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

世
紀
初
め
に
か
け
て
活
躍
し
た
。
セ
ル
ジ
ュ
ク
朝
支
配
期
の
初
め
か
ら
彼
の
名
は
史
料
に
現
わ
れ
る
が
、
そ
の
活
動
が
際
立
つ
の
は
、
同
朝
の

支
配
権
が
名
目
的
な
も
の
と
な
っ
て
ハ
ラ
ブ
を
め
ぐ
る
政
治
が
混
乱
の
度
合
を
深
め
た
五
一
〇
年
代
（
＝
一
六
一
二
五
）
で
あ
る
。
五
一
一
／
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ハッシャーnブ家

ド
は
、
彼
ら
の
行
動
を
黙
認
し
た
が
、
ハ
ラ
ブ
に
対
す
る
謀
略
に
は
加
担
で
き
な
い
と
し
て
協
力
を
断
わ
っ
て
い
る

　
右
の
経
緯
か
ら
、
自
ら
選
ん
だ
人
物
で
も
ハ
ラ
ブ
を
混
乱
に
陥
れ
る
よ
う
な
危
険
を
冒
し
て
ま
で
招
き
入
れ
る
よ
う
な
こ
と
は
し
な
い
と
い

う
ム
ハ
ン
マ
ド
の
態
度
が
読
み
取
れ
よ
う
。
こ
の
よ
う
に
ム
ハ
ン
マ
ド
は
、
ハ
ラ
ブ
を
防
衛
す
る
た
め
に
軍
事
指
導
者
を
利
用
は
す
る
が
、
彼

ら
と
は
一
定
の
距
離
を
保
と
う
と
し
て
い
る
。
翌
年
ム
ハ
ン
マ
ド
が
バ
ラ
ク
に
よ
っ
て
ハ
ラ
ブ
を
追
わ
れ
、
一
時
ハ
曽
・
ラ
ー
ソ
に
幽
閉
さ
れ
た

の
も
、
両
者
の
関
係
が
よ
く
な
か
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
欝
∪
竃
こ
お
切
石
。

　
ま
た
、
十
字
軍
及
び
そ
の
同
盟
者
の
ム
ス
リ
ム
軍
に
よ
る
包
囲
が
長
引
い
た
五
一
八
／
一
一
二
四
年
に
、
　
ハ
ラ
ブ
の
指
導
者
達
が
使
節
と

し
て
ア
ブ
ー
・
ジ
ャ
ラ
ー
ダ
家
の
ム
ハ
ソ
マ
ド
一
世
ら
を
送
り
出
し
た
時
に
も
、
　
フ
ァ
フ
ル
ッ
デ
ィ
ー
ソ
却
ム
ハ
ソ
マ
ド
は
ハ
ラ
ブ
の
運
営

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

（
ミ
き
ε
を
任
さ
れ
て
い
た
。

一
一
一
七
・
一
八
年
に
ハ
ラ
ブ
の
名
士
達
が
ア
ル
ト
ゥ
ク
朝

の
イ
ル
ガ
…
ズ
ィ
ー
を
招
き
入
れ
た
際
に
、
ム
ハ
ソ
マ
ド
は

「
都
市
の
防
衛
と
福
利
の
監
視
の
責
任
者
」
と
し
て
振
舞
っ

た
［
N
国
卜
⊃
二
。
。
呂
。
ま
た
五
一
七
／
一
＝
一
三
年
に
、
同
朝

の
バ
ド
ル
ッ
ダ
ウ
ラ
朋
ス
ラ
イ
マ
ー
ソ
に
ハ
ラ
ブ
を
防
衛
す

る
力
が
無
い
と
見
る
や
、
そ
の
従
兄
弟
で
あ
る
バ
ラ
ク
を
招

こ
う
と
し
た
の
も
ム
ハ
ン
マ
ド
で
あ
っ
た
［
本
稿
第
三
章
－
］
。

ス
ラ
イ
マ
ー
ン
側
の
抵
抗
で
バ
ラ
ク
は
一
旦
ハ
ラ
ブ
を
去
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

が
、
後
者
は
ア
リ
ー
－
ー
ブ
ン
・
マ
ス
ウ
ー
ド
と
い
う
内
応
着

を
得
て
、
夜
聞
に
閉
門
を
開
か
せ
て
夜
襲
を
強
行
し
ハ
ラ
ブ

征
服
を
果
た
し
た
。
こ
の
時
協
力
を
求
め
ら
れ
た
ム
ハ
ン
マ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
宥
O
嵐
ゴ
お
O
曽
蕊
。
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⑯
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

　
以
上
の
よ
う
な
十
宇
軍
勢
力
に
対
す
る
戦
い
の
他
に
、
ム
ハ
ン
マ
ド
は
イ
ス
マ
ー
イ
ー
ル
派
と
も
対
決
し
た
。
五
〇
七
年
六
月
／
　
一
一
三

年
＝
一
月
に
、
親
イ
ス
マ
ー
イ
ー
ル
派
政
策
を
採
り
続
け
て
い
た
り
ド
ワ
ー
ソ
が
没
し
た
。
そ
の
後
も
同
派
を
優
遇
し
続
け
よ
う
と
し
た
セ
ル

ジ
ュ
ク
朝
政
権
を
ム
ハ
ン
マ
ド
は
非
難
し
、
二
ヶ
月
後
に
ラ
イ
ー
ス
の
サ
…
イ
ド
睦
プ
ン
・
バ
デ
ィ
ー
留
．
跳
び
●
し
σ
餌
爵
．
が
中
心
に
な
っ
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

同
派
の
弾
圧
が
実
行
さ
れ
た
。
ム
ハ
ソ
マ
ド
が
同
派
と
敵
対
し
た
事
例
は
こ
の
一
件
が
知
ら
れ
る
の
み
で
あ
る
が
、
両
者
の
対
立
は
一
時
的
な

も
の
で
は
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
五
一
九
／
一
一
二
五
・
二
六
年
の
あ
る
夜
、
ム
ハ
ソ
マ
ド
は
礼
拝
を
済
ま
せ
て
自
宅
へ
戻
る
途
中

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

を
イ
ス
マ
ー
イ
ー
ル
派
に
襲
わ
れ
、
暗
殺
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
ま
た
、
ム
ハ
ン
マ
ド
が
活
発
に
活
動
し
て
い
た
時
期
は
、
ア
ジ
ヤ
ミ
ー
家
に
よ
っ
て
ハ
ラ
ブ
最
初
の
マ
ド
ラ
サ
が
設
立
さ
れ
た
時
期
に
当
た

る
。
前
章
で
見
た
よ
う
に
、
そ
の
建
設
は
シ
ー
ア
派
住
民
の
度
重
な
る
妨
害
で
難
航
し
た
。
ム
ハ
ン
マ
ド
も
お
そ
ら
く
こ
の
件
に
関
わ
っ
て
い

　
　
　
　
　
⑭

た
と
思
わ
れ
る
。

2

ザ
ン
ギ
ー
朝
・
ア
イ
ユ
ー
ブ
朝
時
代
一
弾
圧
と
没
落
i

　
父
ム
ハ
ン
マ
ド
の
死
後
、
ヤ
フ
ヤ
ー
が
「
ラ
イ
ー
ス
」
の
地
位
に
就
い
た
写
国
”
ω
㎝
嗣
。
本
章
の
注
⑨
で
述
べ
た
の
と
同
じ
理
由
で
、
彼
の

ラ
イ
ー
ス
職
も
非
公
式
な
も
の
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
彼
は
、
父
ム
ハ
ン
マ
ド
と
同
様
に
住
民
の
代
表
と
し
て
振
舞
っ
て
い
た
よ
う

で
あ
る
。

　
五
三
四
／
一
一
三
九
・
四
〇
年
イ
マ
ー
ド
ッ
デ
ィ
ー
ン
ー
ザ
ソ
ギ
！
は
、
ク
ル
デ
ィ
ス
タ
ソ
に
あ
る
シ
ャ
フ
ラ
ズ
ー
ル
城
を
包
囲
し
て
い
る

時
に
、
ハ
ラ
ブ
の
ラ
イ
ー
ス
で
あ
る
サ
フ
ィ
ー
ユ
ッ
デ
ィ
ー
ン
ー
ア
リ
ー
m
八
千
p
9
、
鋭
に
人
々
か
ら
戦
費
を
調
達
す
る
よ
う
に
命
じ
た
。

人
々
は
ヤ
フ
ヤ
ー
に
救
い
を
求
め
た
の
で
、
彼
は
金
曜
日
に
ジ
ャ
ー
ミ
…
ヘ
ラ
イ
ー
ス
を
呼
び
出
し
て
彼
を
非
難
し
「
彼
ら
に
要
求
さ
れ
た
も

の
の
半
分
を
私
が
出
す
。
あ
な
た
と
ハ
ラ
ブ
の
残
り
の
有
力
者
達
が
も
う
半
分
だ
」
と
言
っ
た
。
そ
こ
で
サ
フ
ィ
ー
ユ
ッ
デ
ィ
ー
ン
は
、
命
じ

ら
れ
た
も
の
の
徴
収
を
ヤ
フ
ヤ
ー
が
阻
止
し
た
旨
を
ザ
ン
ギ
ー
に
伝
え
た
牛
田
　
ω
ヨ
c
d
O
》
”
鵯
占
。
。
］
。
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そ
の
後
五
三
九
／
一
一
四
四
・
四
五
年
に
ザ
ン
ギ
ー
は
ヤ
フ
ヤ
ー
を
マ
ウ
ス
ィ
ル
へ
連
れ
て
行
き
、
彼
の
た
め
に
準
備
し
た
館
に
住
ま
わ
せ

た
。
そ
し
て
王
朝
の
要
人
に
命
じ
て
ヤ
フ
ヤ
ー
を
訪
問
さ
せ
、
ま
た
自
分
の
女
奴
隷
を
彼
に
婆
ら
せ
て
い
る
。
五
四
一
／
＝
四
六
年
に
ザ
ン

ギ
ー
が
暗
殺
さ
れ
る
と
、
ヤ
フ
ヤ
ー
は
ハ
ラ
ブ
へ
戻
っ
た
写
鵠
”
。
。
望
。
。
曾
ゆ
己
。

　
ザ
ン
ギ
！
は
や
フ
ヤ
ー
を
厚
遇
し
て
は
い
る
が
、
彼
を
軟
禁
状
態
に
置
い
て
い
た
と
い
う
の
が
実
状
で
あ
ろ
う
。
住
民
に
大
き
な
影
響
力
を

持
つ
ヤ
フ
ヤ
ー
を
ハ
ラ
ブ
か
ら
連
れ
出
す
の
が
欝
的
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
以
後
、
彼
の
行
動
は
史
料
に
現
わ
れ
な
く
な
り
、
そ
の
没
年
は

　
　
　
　
⑮

不
明
で
あ
る
。

　
ヤ
フ
ヤ
ー
の
息
子
の
フ
ァ
フ
ル
ヅ
デ
ィ
ー
ン
轟
ア
ブ
ー
・
ア
ル
フ
ァ
ド
ル
（
五
三
九
以
降
i
七
〇
／
＝
四
四
以
降
一
七
四
）
は
、
ザ
ン
ギ
ー
か
ら

与
え
ら
れ
た
奴
隷
女
と
ヤ
フ
ヤ
ー
の
問
に
生
ま
れ
た
子
で
あ
る
写
缶
”
ω
①
】
。
彼
の
姿
が
史
料
上
に
現
わ
れ
る
の
は
、
ヌ
ー
ル
ッ
デ
ィ
ー
ン
没

後
の
混
乱
時
の
こ
と
で
あ
る
。

　
五
六
九
年
一
〇
月
／
＝
七
四
年
五
月
に
ヌ
ー
ル
ヅ
デ
ィ
ー
ン
が
デ
ィ
マ
シ
ュ
ク
で
没
し
、
幼
少
の
サ
ー
リ
フ
皿
イ
ス
マ
ー
イ
ー
ル
が
即
位

し
た
。
ハ
ラ
ブ
で
は
、
ヌ
ー
ル
ヅ
デ
ィ
ー
ン
の
下
で
総
督
な
ど
の
要
職
を
得
て
い
た
ダ
ー
や
家
が
、
新
君
主
の
下
で
も
勢
力
を
維
持
し
よ
う
と

画
策
す
る
。
同
家
は
ス
ン
ナ
派
に
肩
入
れ
し
て
い
る
こ
と
で
知
ら
れ
て
お
り
、
彼
ら
の
動
き
は
ハ
ラ
ブ
の
シ
ー
ア
派
を
刺
激
し
た
。
そ
し
て
、

ダ
イ
ヤ
家
の
バ
ド
ル
ヅ
デ
ィ
ー
ン
ー
ハ
サ
ン
の
下
に
集
ま
っ
た
ア
ジ
ヤ
ミ
ー
家
等
の
ス
ン
ナ
派
と
、
ア
ブ
ー
・
ア
ル
フ
一
・
ド
ル
の
率
い
る
シ
ー

ア
派
の
間
で
騒
乱
が
生
じ
た
。

　
五
七
〇
年
一
月
／
一
一
七
四
年
八
月
に
サ
ー
リ
フ
が
ハ
ラ
ブ
に
到
着
す
る
と
、
ま
ず
ダ
ー
や
家
の
人
々
が
逮
捕
さ
れ
た
。
そ
の
後
、
ア
ブ
ー

・
ア
ル
フ
ー
ノ
ド
ル
が
安
全
を
保
証
さ
れ
た
上
で
内
城
に
呼
び
撮
さ
れ
た
が
、
彼
は
多
く
の
支
持
者
を
城
の
前
に
残
し
て
独
り
登
城
し
た
と
こ
ろ

を
斬
殺
さ
れ
た
［
N
寓
ω
”
㊤
山
ザ
錺
山
。
。
］
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

　
ア
ブ
ー
・
ア
ル
フ
ァ
ド
ル
は
ダ
ー
や
家
と
対
決
す
る
際
に
、
デ
ィ
マ
シ
ュ
ク
の
サ
ー
リ
フ
側
か
ら
内
諾
を
得
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
つ
ま
り

ザ
ソ
ギ
ー
朝
政
権
は
、
彼
を
支
持
し
て
い
る
と
見
せ
か
け
て
お
い
て
最
後
に
暗
殺
す
る
と
い
う
謀
略
を
用
い
た
わ
け
で
あ
る
。
ま
た
ア
ブ
ー
・
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⑰

ア
ル
フ
ァ
ド
ル
の
支
持
者
に
は
シ
ー
ア
派
だ
け
で
な
く
一
部
の
ス
ン
ナ
派
が
含
ま
れ
て
い
た
。
以
上
の
こ
と
を
考
え
併
せ
る
と
、
ハ
ヅ
シ
ャ
ー

プ
家
の
ハ
ラ
ブ
に
お
け
る
勢
力
は
、
ザ
ン
ギ
ー
朝
に
と
っ
て
も
侮
り
難
い
も
の
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

　
こ
の
弾
圧
後
は
ア
ブ
ー
・
ア
ル
フ
ァ
ド
ル
の
子
孫
に
関
す
る
情
報
は
見
当
ら
ず
、
そ
の
祖
父
ム
ハ
ン
マ
ド
の
兄
弟
サ
イ
ー
ド
の
家
系
が
ア
イ

ユ
ー
ブ
朝
期
に
姿
を
見
せ
る
の
み
で
あ
る
。
　
サ
イ
ー
ド
の
孫
、
ハ
ハ
ー
ヅ
デ
ィ
ー
ン
ほ
ハ
サ
ン
（
五
六
八
－
六
四
八
／
＝
七
＝
丁
一
二
五
〇
）
は
ア

イ
ユ
…
ブ
朝
の
ザ
ー
ヒ
ル
の
下
で
有
力
者
の
一
人
（
§
愚
）
で
、
ア
イ
ユ
ー
ブ
朝
初
期
に
ハ
ラ
ブ
の
西
に
造
営
さ
れ
た
フ
サ
イ
ソ
廟
冨
器
下
馬

ρ
賢
尊
号
ρ
績
昌
の
ナ
ー
ズ
ィ
ル
の
一
人
と
し
て
、
君
主
か
ら
任
命
さ
れ
て
い
る
［
》
国
”
切
ピ
欝
合
¢
コ
↓
㎝
”
b
。
b
。
幽
？
さ
。
卜
。
ミ
｝
。
　
ま
た
ハ
サ
ソ
は
父
が

保
有
し
て
い
た
イ
ク
タ
ー
を
引
き
継
い
だ
が
、
彼
が
没
す
る
と
そ
の
イ
ク
タ
…
は
ア
ブ
ー
・
ジ
ャ
ラ
ー
ダ
家
の
ウ
マ
ル
に
与
え
ら
れ
た
写
頃
瞬

お
a
。
こ
の
ハ
サ
ソ
を
最
後
に
、
ハ
ヅ
シ
ャ
ー
プ
家
の
活
動
は
史
料
の
上
で
確
認
さ
れ
な
く
な
る
。

①
　
ハ
ッ
シ
ャ
ー
プ
家
に
つ
い
て
触
れ
て
い
る
邦
文
の
研
究
と
し
て
は
、
前
掲
大
川

　
原
論
文
が
あ
る
。
海
外
の
研
究
と
し
て
は
、
谷
口
（
｝
九
九
二
年
）
”
八
一
九
頁

　
で
紹
介
さ
れ
て
い
る
諸
論
文
に
加
え
て
、
＝
①
嵩
h
経
鼻
丙
・
ぴ
嵩
ミ
鯨
欺
。
坤
嵩
ミ

　
さ
§
ミ
・
・
§
騎
風
．
ミ
愚
・
一
．
込
。
’
い
麟
O
即
岸
ρ
お
切
O
”
℃
や
b
。
増
歯
霧
が
あ
る
。

②
　
ハ
ヅ
シ
ャ
ー
プ
家
の
系
図
に
関
し
て
は
、
〉
鷹
”
。
。
ω
1
。
。
駆
に
収
め
ら
れ
て
い
る

　
バ
ハ
ー
ッ
デ
ィ
ー
ソ
日
月
サ
ン
の
系
譜
が
詳
し
い
情
報
を
提
供
し
て
く
れ
る
。
ま

　
た
彼
ら
の
活
動
に
関
し
て
は
、
ハ
ラ
ブ
の
シ
ー
ア
派
歴
史
家
イ
ブ
ン
・
ア
ビ
！
・

　
タ
イ
イ
H
σ
昌
〉
σ
同
粥
帥
《
覧
．
（
六
三
〇
／
一
二
　
ニ
ニ
年
頃
没
）
の
歴
史
書
が
他
に

　
見
ら
れ
な
い
情
報
を
収
め
て
い
る
。
父
の
見
聞
を
多
く
取
り
入
れ
た
彼
の
轡
は
散

　
逸
し
た
よ
う
だ
が
、
後
の
歴
史
家
に
よ
っ
て
部
分
的
に
引
用
さ
れ
て
現
在
に
伝
わ

　
っ
て
い
る
［
≧
回
日
日
9
鼠
●
譲
・
㌶
．
．
．
o
Q
o
日
①
署
0
8
ω
§
〉
冨
ぼ
。
駕
冨
け
。
ユ
。
α
q
冨
℃
『
《

　
三
豊
昌
σ
Q
毎
o
N
o
ロ
σ
q
凌
9
巳
〉
《
《
魯
㌶
勺
。
ユ
。
曾
（
総
く
一
一
b
。
圃
ム
膳
◎
。
＼
誌
9
）
●
、
．

　
霞
ミ
ミ
焼
§
嵩
ミ
帖
ぎ
旨
ミ
園
ミ
恥
肉
月
猟
■
団
昏
切
．
い
9
く
粉
雪
α
潤
蜜
・
鶏
o
F

　
U
。
民
。
P
δ
爵
…
毛
．
㊤
O
－
鎗
］
。
本
稿
に
関
し
て
は
円
U
寓
に
収
録
さ
れ
た
部
分

　
が
重
要
で
あ
る
。

③
　
起
富
昌
曽
ザ
≧
書
置
は
、
後
に
い
わ
ゆ
る
十
字
軍
の
城
と
し
て
知
ら
れ
る
こ
と

　
に
な
る
城
塞
を
中
心
と
す
る
地
名
で
あ
る
。
現
在
名
は
の
巴
、
ρ
巴
－
煩
悶
誓
で
、

　
ヒ
ム
ス
か
ら
西
方
に
約
三
五
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
に
位
置
す
る
。

④
ハ
ム
ダ
ー
ソ
朝
に
つ
い
て
は
、
0
9
コ
鷲
9
竃
●
ミ
職
。
弓
馬
§
智
ξ
｝
叫
翁
ミ
叙
覇

　
寓
．
ミ
ミ
ミ
毘
叙
題
§
腎
劉
§
職
賊
同
義
島
井
■
と
σ
q
貯
話
㌧
這
竃
を
医
心
よ
。

⑤
　
彼
の
孫
ア
フ
マ
ド
の
伝
記
中
に
、
　
「
祖
父
イ
ー
サ
i
日
ア
ル
ハ
ッ
シ
ャ
ー
プ
は

　
ハ
ム
ダ
ー
ン
朝
に
お
い
て
十
三
的
な
人
物
（
§
竃
ミ
§
ミ
）
で
あ
っ
た
」
と
あ
る

　
［
し
真
日
b
。
”
8
0
。
］
。

⑥
ハ
ム
ダ
ー
ン
朝
の
サ
ー
ド
ッ
ダ
ウ
ラ
（
三
五
六
…
八
一
／
九
穴
七
－
九
一
年
在

　
位
）
の
下
で
イ
ブ
ン
・
ア
ル
ハ
ッ
シ
ャ
ー
プ
臣
ハ
ー
シ
ミ
ー
H
σ
口
巴
－
麟
器
鏑
σ

　
巴
－
匿
譲
首
図
と
い
う
人
物
が
法
官
を
務
め
て
い
て
、
三
号
三
／
九
七
三
・
七
四
年

　
に
解
任
さ
れ
た
と
い
う
記
録
が
あ
る
が
［
N
踏
ゴ
一
。
。
一
］
、
　
同
家
に
属
す
る
人
物

　
か
ど
う
か
は
は
っ
き
り
し
な
い
。
彼
は
、
後
任
の
法
官
ハ
サ
ン
巴
－
起
．
σ
「
竃
・
に

　
娘
を
嫁
が
せ
て
い
る
［
じ
σ
8
δ
潮
泡
。
湖
畔
2
。
ま
た
カ
マ
…
ル
ッ
デ
ィ
ー
ソ
聡
ウ
マ

　
ル
は
、
こ
の
イ
ブ
ン
・
ア
ル
ハ
ッ
シ
ャ
ー
プ
を
、
同
じ
ハ
ー
シ
ミ
ー
と
い
う
ニ
ス
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バ
（
由
来
名
）
を
持
ち
同
時
期
に
法
官
を
務
め
て
い
た
と
い
う
記
録
の
あ
る
ア
ブ

　
一
・
ジ
ャ
ー
フ
ァ
ル
〉
呂
冒
．
楠
舞
と
い
う
人
物
に
比
定
し
、
ま
た
三
六
三
／
九

　
七
一
二
・
七
四
年
に
エ
ジ
プ
ト
の
フ
ァ
ー
テ
ィ
マ
朝
へ
答
礼
使
節
と
し
て
派
遣
さ
れ

　
た
人
物
で
あ
る
と
推
定
し
て
い
る
［
切
言
お
…
お
謡
“
N
鵠
ご
δ
り
占
『
O
］
。
こ
れ

　
以
外
に
は
、
イ
ブ
ン
・
ア
ル
ハ
ッ
シ
ャ
ー
プ
と
い
う
人
物
が
法
官
に
任
命
さ
れ
た

　
こ
と
を
示
す
明
確
な
証
拠
は
無
い
。
し
た
が
っ
て
、
ハ
ッ
シ
ャ
ー
プ
家
の
人
々

　
の
「
法
官
」
と
い
う
肩
書
は
、
単
な
る
尊
称
か
、
あ
る
い
は
政
府
の
任
命
に
よ
ら

　
な
い
「
事
実
上
の
法
官
」
で
あ
る
こ
と
を
示
す
も
の
か
も
し
れ
な
い
。

⑦
ム
ハ
ン
マ
ド
は
、
セ
ル
ジ
ュ
ク
朝
の
総
督
カ
ス
ィ
ー
ム
ッ
ダ
ウ
ラ
日
ア
ク
ス
ン

　
ク
ル
の
治
世
（
四
七
九
－
八
七
／
一
〇
八
六
一
九
四
）
に
ジ
ャ
ー
ミ
ー
の
マ
ナ
ー

　
ラ
建
設
を
担
当
し
て
い
る
［
〉
出
韓
。
。
出
。
ま
た
、
シ
リ
ア
腱
セ
ル
ジ
ュ
ク
朝
の
リ

　
ド
ワ
ー
ン
が
十
字
軍
勢
力
と
不
利
な
休
戦
条
約
を
結
ん
だ
こ
と
を
非
難
し
て
い
る

　
［
〉
鵠
“
念
］
。

⑧
、
鋭
σ
・
寓
㊤
ω
、
＆
巳
－
¢
巴
醸
「
た
だ
し
最
後
の
部
分
は
読
み
方
が
不
明
で
あ
る
。

　
彼
は
ハ
ラ
ブ
の
無
頼
漢
達
（
伽
ミ
㌦
聖
）
の
一
人
で
、
仲
間
が
大
勢
い
た
と
記
さ
れ

　
て
い
る
［
目
U
諸
ご
δ
O
呂
。
ま
た
同
じ
事
件
を
伝
え
て
い
る
N
口
㌣
b
。
誌
で

　
は
、
蜜
蕗
巴
一
器
と
蜜
窺
p
塁
＆
と
い
う
人
物
が
市
街
を
闘
け
渡
し
た
と
さ
れ
て

　
い
る
。

⑨
8
U
竃
ご
お
。
。
8
N
口
b
。
”
卜
。
b
。
鮮
こ
の
う
ち
N
自
に
は
、
彼
は
ラ
イ
ー
ス
の
地

　
位
に
あ
っ
た
と
も
記
さ
れ
て
い
る
が
、
公
式
に
は
別
の
人
物
が
在
任
中
で
あ
る

　
〔
大
川
原
（
一
九
八
四
）
”
賜
二
頁
］
。
し
た
が
っ
て
、
ム
ハ
ソ
マ
ド
の
地
位
は
非

　
公
式
な
「
事
実
上
の
市
長
」
と
い
う
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

⑩
　
ま
た
ム
ハ
ン
マ
ド
は
五
＝
二
／
　
｝
一
九
・
二
〇
年
に
、
十
字
軍
勢
力
と
戦
う

　
イ
ル
ガ
ー
ズ
ィ
三
軍
に
自
ら
加
わ
り
、
戦
士
を
鼓
舞
す
る
演
説
を
し
て
い
る
冒
賦

　
b
こ
”
一
Q
。
Q
。
占
◎
◎
㊤
］
。

⑪
　
イ
ス
マ
ー
イ
ー
ル
派
の
シ
リ
ア
に
お
け
る
活
動
に
つ
い
て
は
B
・
ル
イ
ス
著
、

　
加
藤
神
秀
訳
『
暗
殺
教
団
恥
新
泉
社
、
一
九
七
三
年
目
…
四
二
一
一
入
○
頁
を
見
よ
。

⑫
〉
踏
閃
お
占
O
“
↓
∪
竃
ご
譲
ρ
き
…
N
謡
㌣
δ
。
。
ム
の
ρ
〉
＝
で
は
五
〇
八
年

　
の
こ
と
と
な
っ
て
い
る
が
、
↓
O
と
ご
醇
σ
に
は
八
月
一
八
日
と
い
う
日
付
も

　
入
っ
て
い
る
の
で
後
嚢
の
年
代
を
採
る
。
ま
た
虐
）
窯
に
よ
る
と
、
リ
ド
ワ
ー
ン

　
が
没
す
る
前
か
ら
ム
ハ
ソ
マ
ド
と
サ
…
イ
ド
は
会
合
を
持
っ
て
い
た
。
そ
こ
で
は
、

　
イ
ス
マ
ー
イ
ー
ル
派
対
策
に
つ
い
て
も
話
し
合
わ
れ
た
と
思
わ
れ
る
。

⑬
　
〉
鵠
“
ω
0
…
目
）
竃
一
”
b
。
嵩
σ
。
こ
の
う
ち
円
∪
鼠
に
は
、
イ
ス
マ
ー
イ
ー
ル
派

　
は
ム
ハ
ソ
マ
ド
に
対
し
て
、
自
分
達
の
拠
点
で
あ
っ
た
シ
ャ
リ
ー
フ
城
取
り
壊
し

　
の
件
に
関
し
て
恨
み
を
抱
い
て
い
た
と
記
さ
れ
て
い
る
。
お
そ
ら
く
彼
は
、
同
城

　
の
取
り
壊
し
を
ハ
ラ
ブ
の
支
配
者
に
要
求
し
た
中
心
人
物
の
一
人
で
あ
っ
た
の
だ

　
ろ
う
。
シ
ャ
リ
ー
フ
城
に
つ
い
て
は
、
　
〉
缶
”
H
Q
。
占
㊤
を
参
照
の
こ
と
。

⑭
第
三
輩
1
及
び
本
章
1
で
述
べ
た
よ
う
に
、
五
一
七
年
に
ア
ジ
ヤ
、
ミ
ー
家
が
マ

　
ド
ラ
サ
の
設
立
者
で
あ
る
ス
ラ
イ
マ
ー
ソ
を
あ
く
ま
で
も
支
持
し
て
い
た
時
に
、

　
ム
ハ
ソ
マ
ド
は
バ
ラ
ク
を
招
い
て
い
る
。
バ
ラ
ク
の
方
が
財
産
も
部
下
も
多
く
、

　
頼
り
に
な
る
か
ら
と
い
う
の
が
直
接
の
理
由
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
る
が
、
ス
ン

　
ナ
派
が
ス
ラ
イ
マ
ー
ン
に
マ
ド
ラ
サ
を
創
設
さ
せ
た
こ
と
を
ハ
ッ
シ
ャ
ー
プ
家
が

　
嫌
っ
た
と
も
記
さ
れ
て
い
る
［
同
U
寓
掃
“
お
Φ
σ
占
㊤
O
乱
。

⑯
　
ヌ
ー
ル
ッ
デ
ィ
ー
ソ
の
治
世
に
生
じ
た
シ
ー
ア
派
が
関
係
す
る
騒
乱
に
際
し
て

　
も
ハ
ヅ
シ
ャ
ー
プ
家
の
名
は
現
わ
れ
な
い
。
五
五
二
／
一
一
五
七
年
の
シ
ー
ア
派

　
の
反
乱
で
は
、
歴
史
家
イ
ブ
ン
・
ア
ビ
ー
・
タ
イ
イ
の
父
島
が
指
灘
的
な
役
割
を

　
果
た
し
て
い
る
［
顕
ゴ
帥
望
舞
お
謬
n
唱
℃
■
ミ
◎
。
1
一
リ
ニ
。

⑯
　
ア
ブ
…
・
ア
ル
フ
ァ
ド
ル
は
ハ
ラ
ブ
の
警
護
に
関
し
て
デ
ィ
マ
シ
ュ
ク
と
書
簡

　
を
交
換
し
て
お
り
、
一
旦
は
彼
が
混
乱
を
鎮
め
た
と
い
う
記
述
が
見
え
る
［
知
U
ρ

　
N
”
＄
切
】
。

⑰
　
ダ
：
ヤ
家
の
バ
ド
ル
ッ
デ
ィ
ー
ン
罰
ハ
サ
ン
は
、
内
城
の
総
督
シ
ャ
ー
ズ
バ
フ

　
ト
に
「
ア
ブ
…
・
ア
ル
フ
ァ
ド
ル
釧
プ
ン
・
ア
ル
ハ
ッ
シ
南
、
ー
ブ
に
は
シ
ー
ア
派

　
と
ス
ン
ナ
派
の
一
部
が
味
方
し
て
お
り
、
彼
は
こ
の
街
を
支
配
し
よ
う
と
し
て
い

　
ま
す
」
と
言
っ
て
彼
の
逮
捕
を
促
し
て
い
る
【
N
試
㏄
；
O
］
。
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五
　
土
着
家
系
の
動
向
と
宗
派

　
ハ
ラ
ブ
の
ウ
ラ
マ
ー
三
家
系
の
活
動
を
、
一
一
－
一
三
世
紀
を
中
心
に
概
観
し
て
き
た
。
そ
の
結
果
指
摘
で
き
る
の
は
、
彼
ら
の
動
向
を
規

定
す
る
要
素
の
う
ち
、
宗
派
が
常
に
最
も
重
要
で
あ
っ
た
と
は
限
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
以
下
で
は
、
宗
派
以
外
に
土
着
性
と
い
う
点

に
も
注
鼠
し
て
、
三
家
系
の
行
動
を
検
討
す
る
。

1
　
異
宗
派
共
存
の
背
景

　
宗
派
の
違
い
に
も
拘
ら
ず
、
ア
ブ
ー
・
ジ
ャ
ラ
ー
ダ
家
と
ハ
ッ
シ
ャ
ー
プ
家
は
特
に
鋭
く
対
立
す
る
こ
と
な
く
共
存
し
て
き
た
。
特
に
、
ハ

ッ
シ
ャ
1
ブ
家
の
ム
ハ
ソ
マ
ド
が
中
心
と
な
っ
て
送
り
出
し
た
五
一
八
／
＝
二
四
年
の
使
節
団
に
、
ア
ブ
ー
・
ジ
ャ
ラ
ー
ダ
家
の
ム
ハ
ソ
マ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

ド
一
世
が
代
表
の
一
人
と
し
て
加
わ
っ
て
い
た
こ
と
は
象
徴
的
で
あ
る
。
ま
た
一
聯
イ
マ
ー
ム
派
の
見
解
に
従
っ
て
司
法
業
務
を
行
な
っ
て
い

た
こ
と
が
確
認
で
き
る
の
は
こ
の
ム
ハ
ン
マ
ド
一
世
だ
け
で
あ
る
が
、
同
派
が
住
民
の
多
数
を
占
め
る
ハ
ラ
ブ
で
法
宮
や
導
師
を
務
め
て
い
る

以
上
、
他
の
ア
ブ
ー
・
ジ
ャ
ラ
ー
ダ
家
の
人
々
も
同
様
の
態
度
を
と
っ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。

　
こ
こ
で
両
家
の
社
会
的
地
位
の
拠
り
所
を
比
較
し
て
み
よ
う
。
一
一
世
紀
前
半
に
ア
ブ
i
・
ア
ル
ハ
サ
ン
ー
ア
フ
マ
ド
が
ハ
ラ
ブ
の
法
官
に

就
任
し
て
以
来
、
姻
戚
関
係
に
あ
る
キ
ス
ラ
ー
を
含
め
る
と
、
ア
ブ
ー
・
ジ
ャ
ラ
ー
ダ
家
関
係
老
が
一
世
紀
以
上
に
わ
た
っ
て
こ
の
職
を
ほ
ぼ

独
占
し
て
き
た
。
例
外
は
、
セ
ル
ジ
ュ
ク
朝
の
リ
ド
ワ
ー
ン
の
治
世
の
う
ち
の
六
年
間
（
四
九
〇
1
九
五
／
一
〇
九
七
一
　
一
〇
一
．
〇
二
）
だ
け
で

　
②

あ
る
。
つ
ま
り
ほ
と
ん
ど
の
支
配
老
が
ハ
ラ
ブ
の
法
官
職
の
任
免
に
介
入
せ
ず
、
ア
ブ
ー
・
ジ
ャ
ラ
ー
ダ
家
の
世
襲
と
い
う
慣
行
を
認
め
て
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

た
と
考
え
て
よ
い
だ
ろ
う
。

　
一
方
の
ハ
ッ
シ
ャ
ー
プ
家
は
、
一
族
の
者
が
公
職
に
就
い
た
と
い
う
記
録
は
無
く
、
政
治
的
に
大
き
な
影
響
力
を
行
使
し
て
「
ラ
イ
ー
ス
」

と
呼
ば
れ
た
ム
ハ
ン
マ
ド
と
ヤ
フ
ヤ
ー
も
、
政
府
か
ら
任
命
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
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こ
の
よ
う
に
、
両
家
の
地
位
や
権
威
は
支
配
権
力
か
ら
直
接
授
け
ら
れ
た
も
の
で
は
な
い
。
と
す
れ
ば
そ
れ
ら
を
支
え
た
基
盤
と
し
て
最
も

重
要
な
も
の
は
、
ハ
ラ
ブ
住
民
の
支
持
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
法
学
者
等
を
輩
欲
す
る
ウ
ラ
マ
ー
の
名
家
で
あ
っ
た
両
家
は
、
少
な
く

と
も
ム
ス
リ
ム
住
民
の
尊
敬
と
支
持
を
集
め
る
条
件
を
備
え
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。

　
こ
の
点
に
加
え
て
両
家
の
勢
力
を
支
え
た
の
は
、
ハ
ラ
ブ
周
辺
の
農
村
部
に
お
け
る
農
地
経
営
で
あ
っ
た
。
ア
ブ
ー
・
ジ
ャ
ラ
ー
ダ
家
が
ハ

ラ
ブ
へ
移
住
し
て
間
も
な
く
農
地
経
営
を
始
め
た
こ
と
に
つ
い
て
は
既
に
触
れ
た
。
ハ
ヅ
シ
ャ
ー
プ
家
に
つ
い
て
も
、
時
期
は
特
定
で
き
な
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

が
「
彼
ら
は
土
地
（
§
N
ミ
隷
）
を
ハ
ラ
ブ
に
て
取
得
し
た
門
ω
8
b
。
”
露
。
。
ご
と
い
う
記
録
が
あ
る
。
両
家
は
ハ
ラ
ブ
に
マ
ス
ジ
ド
（
礼
拝
所
）
等
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

公
共
施
設
を
建
設
し
て
い
る
が
、
そ
れ
が
可
能
で
あ
っ
た
の
も
、
こ
の
よ
う
な
経
済
基
盤
を
有
し
て
い
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。

　
以
上
の
考
察
か
ら
、
両
家
は
共
に
ハ
ラ
ブ
と
い
う
地
域
社
会
に
基
盤
を
持
つ
土
着
勢
力
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
言
え
よ
う
。
こ
の
二
家
系

が
宗
派
の
違
い
を
超
え
た
共
存
・
協
調
関
係
を
保
ち
続
け
た
理
由
は
、
ハ
ラ
ブ
の
土
着
勢
力
と
し
て
両
者
が
利
害
を
共
有
し
て
い
た
か
ら
に
他

な
ら
な
い
。

ge　（go）

2

ア
ジ
ヤ
ミ
ー
家
の
到
来
と
宗
派
対
立

　
か
な
り
早
い
時
期
に
ハ
ラ
ブ
に
移
住
し
て
土
着
化
し
た
前
記
の
二
家
系
に
比
し
て
、
ア
ジ
ヤ
ミ
ー
家
は
新
参
の
ウ
ラ
マ
ー
家
で
あ
る
と
言
え

よ
う
。
さ
ら
に
、
同
家
は
ハ
ラ
ブ
へ
到
来
す
る
以
前
か
ら
既
に
シ
ャ
ー
フ
ィ
イ
二
輪
を
奉
ず
る
家
系
で
あ
っ
た
。
こ
の
点
で
ア
ジ
ヤ
ミ
ー
家
は
、

ハ
ラ
ブ
へ
の
移
住
後
五
世
代
を
経
て
よ
う
や
く
ハ
ナ
フ
ィ
ー
派
法
学
者
を
出
し
た
ア
ブ
ー
・
ジ
ャ
ラ
ー
ダ
家
と
異
な
っ
て
い
る
。

　
一
一
世
紀
半
ば
に
ハ
ラ
ブ
へ
移
住
し
て
き
た
ア
ブ
ド
ヅ
ラ
フ
マ
ー
ン
一
世
が
イ
ラ
ン
の
ニ
ー
シ
ャ
ー
プ
…
ル
出
身
で
あ
る
こ
と
も
重
要
で
あ

る
。
彼
が
前
半
生
を
送
っ
た
と
思
わ
れ
る
一
一
世
紀
前
半
に
は
、
ニ
ー
シ
ャ
ー
プ
ー
ル
の
ウ
ラ
マ
ー
は
シ
ャ
ー
フ
ィ
イ
ー
派
と
ハ
ナ
フ
ィ
ー
派

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

に
分
か
れ
て
抗
争
を
繰
り
返
し
て
い
た
。
多
数
派
で
あ
る
シ
ー
ア
派
住
民
の
反
対
を
押
し
切
っ
て
ハ
ラ
ブ
に
シ
ャ
ー
フ
ィ
ー
派
の
マ
ド
ラ
サ
を

創
設
さ
せ
、
そ
の
後
も
執
拗
に
シ
ー
ア
派
住
民
と
対
決
し
続
け
た
ア
ジ
ヤ
ミ
ー
家
の
行
動
に
は
、
こ
の
党
派
主
義
の
影
響
が
認
め
ら
れ
る
の
で



あ
る
。

　
多
数
派
住
民
の
意
向
を
無
視
し
て
宗
派
的
利
害
に
沿
っ
て
行
動
し
て
い
た
ア
ジ
ヤ
、
ミ
ー
家
が
、
地
域
社
会
の
中
に
充
分
な
支
持
基
盤
を
見
出

だ
せ
る
は
ず
は
な
か
っ
た
。
土
着
の
二
家
系
と
は
対
照
的
に
、
彼
ら
が
外
来
の
支
配
権
力
に
接
近
し
、
そ
の
協
力
を
獲
得
し
て
い
っ
た
の
は
当

　
　
　
　
　
　
　
⑦

然
の
帰
結
で
あ
っ
た
。

　
ハ
ラ
ブ
に
お
け
る
シ
ー
ア
派
と
ス
ン
ナ
派
の
対
立
は
、
東
方
の
党
派
主
義
的
な
伝
統
を
背
負
っ
て
到
来
し
た
ア
ジ
ヤ
ミ
ー
家
と
、
他
地
域
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

ら
進
出
し
て
き
た
支
配
者
達
に
よ
っ
て
引
き
起
こ
さ
れ
た
極
め
て
外
来
的
な
も
の
で
あ
っ
た
と
書
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

一一一一O世紀のハラブにおけるウラマー三家系（谷口）

3

ザ
ン
ギ
ー
朝
時
代
以
降
の
土
藩
家
系
の
動
向

　
ス
ン
ナ
派
優
遇
策
を
推
進
し
た
ザ
ン
ギ
i
・
ア
イ
ユ
ー
ブ
両
朝
の
下
で
、
ア
ジ
ヤ
ミ
i
家
は
勢
力
を
拡
大
し
て
い
っ
た
。
同
家
か
ら
は
宰
相

を
筆
頭
に
様
々
な
官
職
に
就
く
者
が
現
わ
れ
、
さ
ら
に
同
家
は
多
く
の
マ
ド
ラ
サ
に
教
師
を
送
り
込
ん
で
い
る
。

　
し
か
し
ア
ブ
ー
・
ジ
ャ
ラ
ー
ダ
家
は
、
長
年
に
わ
た
っ
て
維
持
し
て
き
た
法
官
職
を
奪
わ
れ
、
ま
た
一
三
世
紀
初
め
ま
で
マ
ド
ラ
サ
教
授
を

出
さ
な
か
っ
た
こ
と
か
ら
分
か
る
よ
う
に
、
必
ず
し
も
ス
ン
ナ
派
優
遇
策
に
よ
っ
て
同
家
が
勢
力
を
拡
大
し
た
わ
け
で
は
な
い
。
さ
ら
に
、
ザ

ン
ギ
ー
朝
里
で
生
じ
た
騒
乱
に
お
い
て
シ
ー
ア
派
と
対
決
し
た
ス
ン
ナ
派
の
中
に
は
た
い
て
い
ア
ジ
ヤ
、
ミ
ー
家
の
姿
が
見
ら
れ
る
の
に
対
し
て
、

ア
ブ
ー
・
ジ
ャ
ラ
ー
ダ
家
と
シ
ー
ア
派
住
民
の
間
に
事
件
が
生
じ
た
と
い
う
情
報
は
見
当
ら
な
い
。
こ
の
よ
う
に
、
ザ
ソ
ギ
ー
朝
時
代
に
お
い

て
も
、
両
家
の
動
向
に
は
明
ら
か
に
違
い
が
見
ら
れ
る
。

　
し
か
し
ニ
ニ
世
紀
初
め
以
降
、
ア
ブ
ー
・
ジ
ャ
ラ
ー
ダ
家
の
動
き
が
変
化
を
見
せ
始
め
る
。
す
な
わ
ち
同
家
の
出
身
者
が
相
次
い
で
マ
ド
ラ

サ
に
職
を
得
る
よ
う
に
な
り
、
ま
た
ウ
マ
ル
の
よ
う
に
君
主
の
側
近
と
し
て
仕
え
る
人
物
が
登
場
す
る
の
で
あ
る
。
ア
ブ
ー
・
ジ
ャ
ラ
ー
ダ
家

は
、
次
第
に
ス
ン
ナ
派
優
遇
策
に
乗
ず
る
方
向
へ
と
指
針
を
変
え
つ
つ
、
こ
れ
ま
で
に
な
く
政
治
権
力
と
の
関
係
を
強
め
な
が
ら
繁
栄
を
維
持

し
た
の
で
あ
る
。
一
方
ア
ジ
ヤ
ミ
ー
家
の
方
も
、
一
二
世
紀
末
か
ら
マ
ド
ラ
サ
な
ど
の
建
築
活
動
を
自
ら
行
な
う
よ
う
に
な
り
、
次
第
に
土
着
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⑨
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

化
し
て
い
っ
た
。
こ
こ
に
至
っ
て
、
両
家
の
性
格
の
違
い
は
ほ
と
ん
ど
な
く
な
っ
た
と
言
え
よ
う
。

　
他
方
、
シ
…
ア
派
の
名
家
で
あ
る
ハ
ッ
シ
ャ
ー
プ
家
は
、
か
つ
て
の
よ
う
に
都
市
行
政
を
掌
握
す
る
よ
う
な
こ
と
は
な
く
な
っ
た
が
、
ザ
ン

ギ
ー
朝
末
期
に
至
る
ま
で
一
部
の
ス
ン
ナ
派
を
も
含
む
略
語
の
支
持
に
基
づ
い
た
勢
力
を
保
っ
て
い
た
。
し
か
し
最
終
的
に
は
、
五
七
〇
／
一

一
七
四
年
に
弾
圧
を
受
け
て
没
落
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
ザ
ソ
ギ
言
下
時
代
を
境
に
し
て
共
に
既
得
権
を
奪
わ
れ
勢
力
を
殺
が
れ
て
い
っ
た

点
で
、
ハ
ッ
シ
ャ
ー
プ
家
は
同
じ
土
着
の
ア
ブ
ー
・
ジ
ャ
ラ
ー
ダ
家
と
共
通
し
て
い
る
。
し
か
し
そ
の
後
ス
ン
ナ
派
の
ア
ブ
ー
・
ジ
ャ
ラ
ー
ダ

家
が
勢
力
回
復
に
成
功
し
た
の
に
対
し
、
シ
ー
ア
派
の
ハ
ッ
シ
ャ
…
ブ
家
に
は
つ
い
に
復
活
の
機
会
が
訪
れ
な
か
っ
た
。
ザ
ソ
ギ
ー
朝
時
代
以

降
は
、
土
着
家
系
の
命
運
も
帰
属
す
る
宗
派
に
大
き
く
左
右
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

①
こ
の
使
節
派
遣
の
二
年
前
に
ザ
ッ
ジ
ャ
ー
ジ
ー
や
学
院
が
創
設
さ
れ
て
お
り
、

　
そ
の
創
設
を
支
持
し
た
ス
ン
ナ
派
の
人
々
と
し
て
ア
ブ
ー
・
ジ
ャ
ラ
ー
ダ
家
の
名

　
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
肩
O
鑑
一
…
H
Q
。
㊤
菖
。
こ
の
点
で
は
ハ
ッ
シ
ャ
…
ブ
家
と
は

　
意
見
を
異
に
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
が
、
そ
の
後
両
家
が
こ
の
件
を
め
ぐ
っ
て
対

　
決
し
た
と
い
う
情
報
は
無
い
。

②
　
本
稿
第
二
章
2
参
照
。
こ
の
他
に
、
　
ハ
ラ
ブ
が
フ
ァ
ー
テ
ィ
マ
朝
の
直
接
支

　
配
下
に
置
か
れ
た
四
四
九
－
五
二
／
一
〇
五
八
－
六
〇
年
に
、
同
署
が
独
自
の
法

　
官
を
任
命
し
た
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
が
、
確
証
は
得
ら
れ
て
い
な
い
。
　
シ
リ

　
ア
（
ま
た
は
デ
ィ
マ
シ
ュ
ク
）
の
法
宮
（
禽
黛
窺
㍗
娩
恥
ミ
）
と
い
う
肩
書
を
持
つ

　
窯
β
、
＄
ヨ
警
語
一
－
留
三
p
く
㊤
』
γ
N
p
旨
矧
と
い
う
人
物
が
こ
の
蒔
期
ハ
ラ
ブ
に
滞

　
在
し
て
い
た
と
い
う
記
録
が
目
に
つ
く
の
み
で
あ
る
【
N
試
ご
b
二
圃
e
。

③
　
バ
グ
ダ
ー
ド
の
ア
ッ
バ
ー
ス
朝
が
任
命
し
て
い
た
こ
と
を
示
す
記
述
が
幾
つ
か

　
見
ら
れ
る
が
［
竃
d
屋
…
b
。
b
。
」
卜
。
。
。
”
。
。
O
］
、
形
式
的
な
追
認
と
い
う
性
格
の
も
の
で

　
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
例
え
ば
、
ム
ハ
ソ
マ
ド
一
世
の
任
命
は
「
そ
の
父
の
地
位

　
に
基
づ
い
て
、
バ
グ
ダ
ー
ド
〔
政
権
〕
に
よ
っ
て
」
行
な
わ
れ
た
と
い
う
【
N
寓

　
b
二
“
誌
。
。
】
。

④
五
七
〇
／
一
一
七
四
年
に
岡
家
が
ザ
ン
ギ
…
朝
の
弾
圧
を
受
け
た
蒔
に
は
、
同

　
家
の
所
有
地
や
イ
ク
タ
ー
が
没
収
さ
れ
、
五
七
九
／
一
一
八
三
年
に
サ
ラ
」
フ
ッ

　
デ
ィ
；
ソ
が
返
還
し
て
い
る
［
〉
霞
”
お
出
。
　
ア
イ
ユ
ー
ブ
朝
時
代
に
限
定
さ
れ

　
て
い
る
が
、
ハ
ラ
ブ
の
ウ
ラ
マ
ー
等
に
よ
る
大
土
地
所
有
や
イ
ク
タ
ー
保
有
に
闘

　
し
て
は
、
蜜
負
毎
《
お
逡
四
憲
㎝
み
。
。
O
を
参
照
せ
よ
。

⑤
　
ア
ブ
ー
・
ジ
ャ
ラ
ー
ダ
家
が
建
設
し
た
公
共
的
な
施
設
と
し
て
は
、
一
、
ス
ジ
ド

　
［
竃
¢
同
①
“
b
⊃
り
］
、
そ
れ
に
隣
接
す
る
ザ
ー
ウ
ィ
ヤ
［
じ
σ
↓
Q
Q
”
G
⇔
笛
り
ご
、
浴
場
（
二

　
件
）
［
〉
類
”
罷
O
］
、
マ
ド
ラ
サ
［
〉
鵠
”
二
二
が
あ
る
。
ハ
ッ
シ
ャ
ー
プ
家
に
関

　
し
て
は
、
　
マ
ス
ジ
ド
門
〉
譲
“
G
。
μ
①
出
、
浴
場
（
三
件
）
［
〉
国
”
お
黒
総
ご
が

　
あ
る
。

⑥
じ
屡
巳
昌
Φ
f
沁
●
≦
●
『
ぎ
象
ミ
“
帖
§
恥
ミ
≧
画
窓
愚
N
寒
O
脚
諺
耳
塞
σ
q
ρ
δ
認
四

　
℃
℃
』
c
。
1
画
①
．
ア
ジ
ヤ
ミ
ー
家
が
ハ
ラ
ブ
へ
移
住
し
て
き
た
当
事
は
、
二
…
シ
ャ
ー

　
プ
ー
ル
を
征
服
し
た
セ
ル
ジ
ュ
ク
朝
が
同
地
の
シ
ャ
ー
フ
ィ
イ
ー
派
を
弾
圧
し
て

　
い
た
。
セ
ル
ジ
ュ
ク
朝
に
よ
る
シ
ャ
ー
フ
ィ
イ
ー
派
弾
圧
は
、
四
二
八
・
二
九
／

　
一
〇
三
七
・
三
八
年
の
征
服
時
か
ら
二
五
〇
／
一
〇
五
八
年
ま
で
続
い
た
［
§
■

　
ミ
∴
℃
や
β
1
詰
］
。
両
派
の
対
立
が
当
時
の
イ
ラ
ン
に
広
く
見
ら
れ
る
現
象
で

　
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
竃
p
O
2
琶
σ
q
一
〇
躍
”
．
で
ワ
さ
Q
。
t
霞
O
を
参
照
せ
よ
。

⑦
　
ア
ジ
ヤ
ミ
ー
家
が
ザ
ッ
ジ
ャ
ー
ジ
ー
や
学
院
を
支
配
者
に
創
設
さ
せ
た
理
由
の
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一
つ
と
し
て
、
同
家
は
こ
の
時
期
に
は
充
分
な
財
政
基
盤
を
ま
だ
築
い
て
一
3
ら
ず
、

　
自
分
達
の
財
力
で
建
設
で
き
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
。

⑧
　
五
〇
九
／
一
一
一
五
・
一
六
年
に
、
セ
ル
ジ
ュ
ク
朝
政
権
の
ハ
ー
ジ
ブ
（
傳
従
）

　
で
あ
っ
た
ル
ウ
ル
ウ
が
、
ハ
ラ
ブ
で
最
初
の
ハ
…
ソ
カ
ー
フ
を
建
設
し
た
。
こ
れ

　
も
ス
ン
ナ
派
ス
ー
フ
ィ
ー
の
た
め
の
施
設
で
あ
っ
た
た
め
、
シ
ー
ア
派
住
民
の
妨

　
害
活
動
が
生
じ
て
い
る
胃
O
護
一
”
㊤
O
ρ
1
σ
］
。

⑨
　
ア
イ
ユ
ー
ブ
朝
時
代
に
ア
ジ
ヤ
ミ
i
家
に
よ
っ
て
建
て
ら
れ
た
公
共
的
な
建
築

　
〃
物
｝
は
次
の
嘱
坦
眠
リ
。
　
マ
ス
ジ
ド
　
［
州
く
咽
4
”
O
O
7
］
、
　
マ
ド
ラ
サ
　
（
二
倖
）
　
［
〉
＝
一
一
〇
9
層

　
δ
㊤
］
、
ハ
ー
ソ
カ
・
i
フ
［
〉
凄
H
O
ゐ
、
浴
場
（
四
件
）
［
〉
下
目
H
一
韓
ご
一
も
ゆ
〔
3
三
昌
。

　
但
し
浴
場
に
関
し
て
は
正
確
な
建
築
時
期
は
不
明
で
あ
る
。

⑧
　
こ
の
時
期
に
ア
ジ
み
，
ミ
i
家
と
ア
ブ
i
・
ジ
ャ
ラ
…
ダ
家
と
の
間
に
婚
姻
関
係

　
が
見
ら
れ
る
と
い
う
事
実
も
、
こ
の
こ
と
を
示
し
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
［
系

　
図
1
・
2
］
。

六
　
お
　
わ
　
り
　
に

一一一一
O三徴紀のハラブにおけるウラマー三家系（谷口）

　
以
上
の
考
察
で
得
ら
れ
た
知
見
を
先
行
研
究
の
成
果
の
中
に
位
置
づ
け
て
、
本
稿
を
終
え
る
こ
と
に
し
よ
う
。
ラ
イ
ー
ス
や
ア
フ
ダ
ー
ス
が

活
躍
し
都
市
住
民
の
政
治
的
な
動
き
が
高
ま
っ
た
一
一
世
紀
後
半
か
ら
一
二
世
紀
初
頭
の
ハ
ラ
ブ
で
は
、
土
着
の
ウ
ラ
マ
ー
家
系
が
宗
派
の
違

い
を
超
え
た
協
調
を
見
せ
た
。
つ
ま
り
こ
の
時
期
に
は
ウ
ラ
マ
ー
間
の
地
縁
的
な
利
害
が
宗
派
の
利
害
に
優
越
し
て
お
り
、
そ
の
状
況
が
都
市

住
民
の
結
束
を
高
め
、
支
配
者
に
対
抗
す
る
政
治
活
動
を
支
え
る
こ
と
に
も
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
と
こ
ろ
が
一
方
で
、
一
二
世
紀
初
め
か

ら
ア
ジ
ヤ
ミ
ー
家
や
一
部
の
支
配
者
に
よ
っ
て
ス
ン
ナ
派
の
勢
力
拡
大
が
図
ら
れ
、
こ
の
動
き
が
ハ
ラ
ブ
に
宗
派
対
立
を
も
た
ら
し
た
。
一
二

世
紀
前
半
以
降
、
ザ
ソ
ギ
ー
・
ア
イ
ユ
ー
ブ
両
朝
下
で
進
め
ら
れ
た
ス
ン
ナ
派
優
遇
策
は
そ
の
傾
向
に
一
段
の
拍
車
を
か
け
、
シ
ー
ア
派
対
ス

ン
ナ
派
の
騒
乱
が
激
化
す
る
と
と
も
に
、
ウ
ラ
マ
ー
の
動
向
に
お
い
て
も
宗
派
の
持
つ
意
味
が
重
く
な
っ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

　
見
方
を
変
え
れ
ば
、
ウ
ラ
マ
ー
が
宗
派
別
に
再
編
成
さ
れ
、
地
域
社
会
を
超
え
た
つ
な
が
り
を
持
つ
よ
う
に
な
っ
て
い
く
国
際
的
な
組
織
化

の
過
程
と
言
う
こ
と
も
で
き
る
。
ま
た
国
家
権
力
と
の
関
わ
り
か
ら
言
え
ば
、
都
市
圏
罠
の
政
治
活
動
を
封
じ
た
支
配
者
た
ち
に
対
し
て
、
土

着
の
ウ
ラ
マ
ー
も
屈
服
し
て
い
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
こ
の
二
点
は
、
デ
ィ
マ
シ
ュ
ク
の
ウ
ラ
マ
ー
に
関
す
る
ギ
ル
バ
ー
ト
の
説
と
も

一
致
し
、
シ
リ
ア
の
二
大
都
市
で
共
通
す
る
動
き
が
あ
っ
た
と
言
え
そ
う
で
あ
る
。
し
か
し
以
上
の
点
を
明
確
に
示
す
た
め
に
は
、
ス
ン
ナ
派

優
遇
策
の
中
心
と
も
言
え
る
マ
ド
ラ
サ
の
展
開
を
ハ
ラ
ブ
に
お
い
て
も
詳
し
く
見
て
い
か
な
く
て
は
な
ら
な
い
し
、
法
官
な
ど
の
役
職
が
國
家
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の
統
制
を
受
け
る
よ
う
に
な
る
過
程
を
明
ら
か
に
す
る
必
要
も
あ
る
。
こ
れ
ら
の
点
に
つ

い
て
は
、
機
会
を
改
め
て
論
じ
て
み
た
い
。

　
（
｛
黒
都
大
学
研
修
職
貝
　
山
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The　impact　of　the　Pro－Sunnite　policy　on　the　‘　Ula7・na’：

・The　fortunes　of　three　‘　Ulama’　families　in　Aleppo

　from　the　eleventh　through　the　thirteenth　centuries

by

TANIGucHI　Junichi

　　UnLLil　the　mid　twelfth　century，　Aleppo　was　the　center　of　the　Shiites

in　northern　Syria．　lndeed，　Shiites　composecl　the　majority　of　Aleppo’s

population．　From　the　late　eleventh　until　tlie　early　twelfth　century，

religious　leaders　of　Aleppo－zelama－cooperated．　closely　even　though　they

vkrere　divided　among　members　of　both　the　Shiite　and　Sunnite　sects．

　　The　Abn　Jaradas，　ninth　cen　tqry　immigrants　to　Aleppo，　accepted　the

iegal　doctrine　of　the　Sunni－Hanafites．　There　was　invested　as　Aleppo’s

magistrate　in　the　first　half　of　the　eleventh　century，　and　held　this　post

for　five　generations．　They　were　Sunnites　but　nevertheless　issued　judge－

mcnts　in　concurrence　with　Shiite　legal　practices．　Although　the　Shiite

耳蝉b・a1・・gゆ・d・d・gree・f．王・ca！　1・且uence　i・the　ea・1y　tw・lfth　ce・一

tury，　when　they　defended　Aieppo　against　the　armies　of　the　Crusaders

and　the　lsma‘ilites，　this　tenth　century　immigrant　family　and　the　Ab“

Jarada　both　cleary　preferred　defending　their　local　interests　to　religious

sectarianism．

　　By　contrast，　the　Saffite　‘Ajaml，　“rho　imrnigrated　to　Aleppo　in　the

rnid－eleventh　century，　sought　to　expac　nd　their　Sunnite　power　base　after

they　received　the　support　of　some　members　of　the　ruling　dynasty　early

in　the　twelfth　century　Furthermore，　the　pro－Sunnite　policy　enacted　by

the　Zangid　and　Ayyubid　courts　in　the　mid－twelfth　century　exacerbated

the　conflict　between　the　Shiites　and　the　Sunnites　and　led　to　a　frequent

number　of　violent　clashes．

　　The　‘Ajami　took　advantage　of　this　political　turrnoil　and　s’crengthenecl

both　their　secular　and　religious　power．　On　the　other　hand，　the　Aba

Jartida　lost　their　post　as　magistrate，　but　nevertheless　they　later　were

able　to　become　professors　in　some　colleges　（madrasas）　in　the　early

thirteenth　century．　Furthermore，　the　Aba　Jarada　gained　some　infiuence

in　the　Ayyubid　court．　The　Hassab　fared　far　worse　than　either　of　these
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two　Sunnite　families，　and　completely　lost　their　power　as　a　result　of

government　oppression．　Thus，　from　the　twelfth　century　onward，　under

the　rule　of　a　pro－Sunnite　court，　the　fate　of　the　ttlama　hinged　upon　their

particular　religious　affiliations．

On　the　historical　significance　of　the　“　Shangjunshu”

by

SHIBATA　Noboru

　　By　foctising　his　attention　on　the　“Shangjunshu”　text，　the　autlior　an－

alyzes　the　salient　intellectual　trends　of　the　Warring　States　period．　The

defini£ion　Gf亡he　s亡ate　as　an．　armed　eロt就y　capable　of　defending　itself　is

significant　because’it　illustrates　that　the　concept　ef　“military”，　as　ex－

Emplified　by　texts　such　as　the　“Sunzi”　and　the　“Weiliaozi”，　had　ex－

panded　to　include　even　the　most　fundamental　poljtical　e’htities．　Fur－

thermore，　concurrent　with　the　expansion　of　the　parameters　of　this　con－

cept　of　“　military　”，　a　highly　disciplined　military　culture　was　disseminated

from　the　aristocratic　（shi）　class　tQ　all　orders　of　Warring　State　society．
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